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東北地域の令和５年度に発生した大型車の車輪脱落事故発生件数は、前年度より１
３件減少したものの、依然として全国ワースト１の状況となっています。この状況を
踏まえ、東北運輸局では１０月から２月末までの５か月間を「大型車の車輪脱落事故
防止キャンペーン」として、各種取り組みを実施します。

防 ご う 大 型 車 の 車 輪 脱 落 事 故

令和６年１０月１日
東 北 運 輸 局

１１．．東東北北運運輸輸局局管管内内のの令令和和５５年年度度大大型型車車※※１１のの車車輪輪脱脱落落事事故故のの発発生生状状況況（（速速報報値値））
（（詳詳細細はは「「別別紙紙１１」」参参照照））

事故発生件数は４１件（前年度比１３件減）。

４１件のうち、車輪脱着作業後１ヶ月以内に発生し
たものが２１件。
４１件のうち、４０件が大型貨物自動車によるもの。
車輪脱落箇所は左後輪に集中している。

※1 大型車：車両総重量８トン以上のトラック又は乗車定員30人以上のバス

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

２２．．大大型型車車のの車車輪輪脱脱落落事事故故防防止止キキャャンンペペーーンンのの実実施施

【主な取り組み】
大型トラックの運転者を対象とした、「休憩後」「食事後」
「荷扱い後」等、運転席に乗り込む前に左後輪の状況をチ
ェックする、「走る前、左後輪点検キャンペーン」の実施。

車輪脱落事故防止のポスター、チラシ※２、適切なタイヤ
脱着・保守管理作業解説動画等を用いた、事故防止対策
の周知徹底。

大型車のホイール・ナットの取付状況を確認する「街頭点
検」を各県で実施。
【実施期間】
令和６年１０月１日～令和７年２月２８日

車輪脱落箇所が左後輪に集中し、多くは車輪脱着作業後１か月以内に脱落している傾向を
踏まえ、スタッドレスタイヤに履き替える時期にあわせ、各種取り組みを実施します。

（令和５年度の街頭点検の様子）

<問い合わせ先> 東北運輸局自動車技術安全部

整備・保安課 渡邉、阿部

保安・環境調整官 鈴木、中村

TEL:022-791-7534なくそう！ 車輪脱落

※2 チラシは別紙２参照
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大大型型車車のの車車輪輪脱脱落落事事故故*発発生生件件数数のの推推移移
全全国国 ううちち人人身身事事故故（（全全国国）） 東東北北 ううちち人人身身事事故故（（東東北北））

※車両総重量８トン以上の自動車又は乗車定員３０人以上の自動車であって、車輪を取り付けるホイール・ボルトの折損
又はホイール・ナットの脱落により車輪が自動車から脱落した事故

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

事事故故件件数数はは、、対対前前年年
度度東東北北でで１１３３件件減減少少

人人身身事事故故ににつついいてて、、
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東北管内車輪脱落事故発生状況（令和５年度） 【別紙１】
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トトララッックク

４４００件件

ババスス １１件件

業業態態別別発発生生件件数数

（（大大型型ババスス・・大大型型トトララッックク））

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

• ババススででもも１１件件発発生生ししてていいるるがが、、
ほほぼぼトトララッッククがが脱脱落落ししてていいるる

• 前前年年度度かからら事事業業用用がが１１１１件件減減少少
• 自自家家用用がが２２件件減減少少

事事業業用用３３００件件

自自家家用用１１１１件件

事事業業用用・・自自家家用用別別発発生生件件数数

n=41
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車車輪輪脱脱着着作作業業かからら事事故故発発生生ままででのの期期間間別別発発生生件件数数 n=41

• ４４１１件件ののううちち、、車車輪輪脱脱着着作作業業後後１１ヶヶ月月以以内内にに発発生生
ししたたももののがが２２１１件件（（５５１１．．２２％％））

東北管内車輪脱落事故発生状況（令和５年度）
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月月別別車車輪輪脱脱落落事事故故発発生生件件数数

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

• ４４１１件件ののううちち、、１１１１月月・・１１２２月月にに１１９９件件
（（４４６６．．３３％％））発発生生ししてていいるる

• タタイイヤヤ交交換換作作業業がが集集中中すするる１１１１月月かからら
１１２２月月にに実実施施ししたた車車両両のの件件数数がが１１８８件件
（（７７８８．．２２％％））

• 交交換換作作業業ピピーーククのの１１１１月月にに集集中中

n=41

n=23

東北管内車輪脱落事故発生状況（令和５年度）

4



タタイイヤヤ交交換換

２２８８件件 ６６８８％％

定定期期点点検検

７７件件 １１７７ %

タタイイヤヤロローーテテーーシショョンン

６６件件 １１５５％％

タタイイヤヤ脱脱着着作作業業内内容容別別発発生生件件数数

n=41

大大型型車車ユユーーザザーー

２２９９件件 ７７１１％％

整整備備工工場場

７７件件 １１７７％％

タタイイヤヤ業業者者

５５件件 １１２２%

タタイイヤヤ脱脱着着作作業業実実施施者者別別発発生生件件数数

●●大大型型車車ユユーーザザーー
・・運運転転者者
・・従従業業員員
・・自自社社整整備備担担当当者者又又はは整整備備管管理理者者

n=41

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

• 大大型型車車ユユーーザザーーのの交交換換
にによよるるももののがが約約７７割割以以上上
をを占占めめるる傾傾向向

• タタイイヤヤ交交換換がが大大半半をを占占めめるる

●●タタイイヤヤ交交換換
・・通通常常タタイイヤヤかからら冬冬用用タタイイヤヤへへのの交交換換
・・冬冬用用タタイイヤヤかからら通通常常タタイイヤヤへへのの交交換換
・・パパンンククやや摩摩耗耗ししたたタタイイヤヤのの交交換換ななどど
●●タタイイヤヤロローーテテーーシショョンン
・・タタイイヤヤのの摩摩耗耗がが偏偏るる事事をを防防止止すするるたためめ、、
前前後後・・左左右右ののタタイイヤヤをを入入れれ替替ええるる

東北管内車輪脱落事故発生状況（令和５年度）
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出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

• 初初度度登登録録かからら７７年年以以上上経経過過ししてていいるる車車両両でで
多多くく脱脱落落ししてていいるる傾傾向向（（全全体体のの８８００％％））

• 大大半半ははホホイイーールル・・ナナッットトのの緩緩みみにによよるるもものの

n=41

ホホイイーールル・・ナナッットト

緩緩みみ

３３７７件件

ホホイイーールル・・

ボボルルトト折折損損

４４件件

タタイイヤヤ脱脱落落時時のの原原因因 n=41

ＩＩＳＳＯＯ方方式式

３３７７件件

ＪＪＩＩＳＳ方方式式

４４件件

締締めめ付付けけ方方式式 n=41

東北管内車輪脱落事故発生状況（令和５年度）

• JIS方方式式はは、、4件件全全ててホホイイーールル・・ボボルルトト折折損損
• ISO方方式式はは、、37件件全全ててホホイイーールル・・ナナッットト緩緩みみ
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出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

「「増増しし締締めめ有有りり」」２２２２件件ににつついいてて、、脱脱落落のの主主なな推推測測
要要因因
• ホホイイーールル・・ボボルルトト等等のの劣劣化化・・摩摩耗耗

• ホホイイーールル・・ボボルルトト、、ナナッットト等等ののネネジジ部部、、ハハブブ面面のの
錆錆・・汚汚れれ

「「増増しし締締めめ有有りり」」２２２２件件ににつついいてて

• 大大半半がが大大型型車車ユユーーザザーー自自らら車車輪輪脱脱着着作作業業
をを実実施施しし、、増増しし締締めめもも実実施施ししてていいるるがが、、１１ヶヶ
月月以以内内にに脱脱落落事事故故がが１１２２件件発発生生ししてていいるる。。

• 車車齢齢８８年年以以上上経経過過ししてていいるる車車両両がが１１４４件件でで
６６３３．．６６％％をを占占めめてていいるる。。

• 経経年年劣劣化化のの影影響響ももあありり、、ネネジジ部部、、ハハブブ面面のの
錆錆、、汚汚れれ等等のの除除去去不不十十分分やや潤潤滑滑剤剤のの塗塗布布
不不十十分分等等にによよりり、、適適正正なな締締めめ付付けけ力力をを得得らら
れれずず脱脱落落にに至至っったたとと推推測測。。

• 日日常常点点検検ににおおいいてて、、確確認認がが不不十十分分でであありり、、
緩緩みみにに気気づづくくここととががででききずず脱脱落落にに至至るるとと推推
測測。。

【【対対策策のの方方向向性性】】
ネネジジ部部、、ハハブブ面面のの錆錆、、汚汚れれ等等のの清清掃掃作作業業やや適適切切なな潤潤滑滑剤剤のの塗塗布布をを実実施施
劣劣化化、、摩摩耗耗がが進進んんだだホホイイーールル・・ボボルルトト、、ホホイイーールル・・ナナッットト等等はは早早めめにに交交換換
日日常常点点検検等等ににおおけけるる、、ママーーキキンンググ、、ホホイイーールル・・ナナッットトママーーカカーー等等のの活活用用

左左後後輪輪のの脱脱落落割割合合がが高高いいここととのの推推測測
左左後後輪輪がが多多くく脱脱落落すするる原原因因ににつついいててはは以以下下のの
可可能能性性がが考考ええらられれるる。。

• 右右折折時時はは、、比比較較的的高高いい速速度度をを保保っったたまままま旋旋回回
すするるたためめ、、遠遠心心力力にによよりり積積みみ荷荷のの荷荷重重がが左左輪輪
にに大大ききくく働働くく。。

• 左左折折時時はは、、低低いい速速度度ででああるるがが左左後後輪輪ががほほととんん
どど回回転転ししなないい状状態態でで旋旋回回すするるたためめ、、回回転転方方向向にに
対対ししてて垂垂直直ににタタイイヤヤががよよじじれれるるよよううにに力力がが働働くく。。

• 道道路路はは中中心心部部がが高高くく作作らられれてていいるる場場合合がが多多いい
ここととかからら、、車車両両がが左左（（路路肩肩側側））にに傾傾きき、、左左輪輪にによよ
りり大大ききなな荷荷重重ががかかかかるる。。

前前輪輪はは、、ホホイイーールル・・ナナッットト緩緩みみ等等のの異異常常がが発発生生
ししたた場場合合、、ハハンンドドルルのの振振動動等等にによよりり運運転転手手がが気気
付付ききややすすいい。。

増増しし締締めめ有有りり

２２２２件件増増しし締締めめ無無しし

１１４４件件

不不明明

５５件件

脱脱着着作作業業後後のの増増しし締締めめ実実施施のの有有無無

n=41

右右後後輪輪 １１件件

左左後後輪輪 ４４００件件

車車輪輪脱脱落落箇箇所所

n=41

東北管内車輪脱落事故発生状況（令和５年度）
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③③大大型型車車のの適適切切ななタタイイヤヤ脱脱着着・・保保守守管管理理作作業業解解説説動動画画

<<動動画画一一覧覧>>

適適切切ななタタイイヤヤ脱脱着着作作業業手手順順：：１１００分分程程度度
適適切切ななタタイイヤヤ脱脱着着作作業業手手順順＋＋作作業業主主旨旨のの解解説説：：１１５５分分程程度度
適適切切ななタタイイヤヤ保保守守管管理理作作業業手手順順：：３３分分程程度度
適適切切ななタタイイヤヤ保保守守管管理理作作業業手手順順＋＋作作業業主主旨旨のの解解説説：：５５分分程程度度

<適切なタイヤ脱着作業手順>

<適切なタイヤ保守管理作業手順>
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③③大大型型車車のの適適切切ななタタイイヤヤ脱脱着着・・保保守守管管理理作作業業解解説説動動画画

1.車輪取り外し 2.清掃・点検

3.潤滑剤の塗布 4.車輪の取り付け

5.ホイール・ナットの締付け作業 6.ホ
イ

イ
ン

ー
ジ

ル
ケ

ボ
ー

ル
タ

ト
ー

お
の

よ
取

び
付

ナ
け

ットへのマーキング、

7.作業終了確認
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③③大大型型車車のの適適切切ななタタイイヤヤ脱脱着着・・保保守守管管理理作作業業解解説説動動画画

<ディスク・ホイール取り付け後の増し締め>

<日常点検>
1.目視での点検(ナットの緩み以外) 2.点検ハンマー等を使用しての緩みの点検

3.タイヤの点検 4.日常点検表の活用

<3か月定期点検> <12か月定期点検>
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③③大大型型車車のの適適切切ななタタイイヤヤ脱脱着着・・保保守守管管理理作作業業解解説説動動画画

車輪脱落事故を起こした車両は、劣劣化化ししたたホホイイ

ーールル・・ナナッットト等等がが使使用用さされれてていいたたりり、タイヤ脱

着時にホホイイーールル・・ナナッットト等等のの清清掃掃やや潤潤滑滑剤剤のの

塗塗布布等等がが適適切切にに行行わわれれてていいななかかっったたりりする

状況が明らかになりました。

このような状況を踏まえ、大型車ユーザー等のタ

イヤ脱着作業者が、いつでも適切なタイヤ脱着作

業手順や保守管理作業手順を確認できるよう、作作

業業手手順順動動画画をを公公開開しております。

大型車の車輪の脱落は、大大事事故故ににつつなながが

りりかかねねなないい大大変変危危険険ななももののです。この機

会に是非とも動画をご覧いただき、適切なタイヤ脱

着作業、保守管理作業の実施をお願いします。

国土交通省YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/watch?
v=Szz2ZF7Gd_4&list=PL2RgY_hj
imJRIl2zJVaaybwEEKAmd5YVi

啓発動画QRコード
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2,自動車特定整備事業の変更申請にかかる記載例について
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東北運輸局長
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自自動動車車特特定定整整備備事事業業のの認認証証をを受受けけたた方方へへ  
自動車分解整備事業者は、道路運送車両法のほか関係法令に基づいて適切に業務を運営しなければな

りません。 

道道路路運運送送車車両両法法((昭昭和和 2266 年年法法律律第第 118855 号号））及及びび道道路路運運送送車車両両法法施施行行規規則則（（抜抜粋粋）） 

  
○○自自動動車車特特定定整整備備事事業業者者のの変変更更届届のの提提出出  
・・変変更更届届等等（（道道路路運運送送車車両両法法  第第８８１１条条））  
第八十一条 自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由

が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 
一 氏名又は名称及び住所 
二 法人にあつては、その役員の氏名 
三 事業場の所在地 
四 事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの 

２ 自動車特定整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を

地方運輸局長に届け出なければならない。 
 

・・変変更更届届出出事事項項（（道道路路運運送送車車両両法法施施行行規規則則  第第５５８８条条））  
第五十八条 法第八十一条第一項第四号に規定する事業場の設備は、屋内作業場若しくは電子制

御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。 
 
○○特特定定整整備備記記録録簿簿のの記記載載ににつついいてて  
・・特特定定整整備備記記録録簿簿（（道道路路運運送送車車両両法法  第第９９１１条条））  
第九十一条 自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに

次に掲げる事項を記載しなければならない。 
一 登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自

動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号 
二 特定整備の概要 
三 特定整備を完了した年月日 
四 依頼者の氏名又は名称及び住所 
五 その他国土交通省令で定める事項 

 
２ 自動車特定整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した特定整備

記録簿の写しを交付しなければならない。 
 
３ 特定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。 
 
・・特特定定整整備備記記録録簿簿のの記記載載事事項項  （（道道路路運運送送車車両両法法施施行行規規則則  第第６６２２条条のの２２））  
第六十二条の二 法第九十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 
一 特定整備時の総走行距離 
二 第六十二条の二の二第一項第七号に規定する整備主任者の氏名 
三 自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号 

 

3,遵守事項
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○○自自動動車車特特定定整整備備事事業業者者のの遵遵守守事事項項  
・・遵遵守守事事項項（（道道路路運運送送車車両両法法  第第９９１１条条のの３３））  
第九十一条の三 自動車特定整備事業者は、第八十九条から前条までに定めるもののほか、自動

車の整備についての技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他自動車特定整備事業の

業務の適正な運営を確保するために国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。 
 
・・自自動動車車特特定定整整備備事事業業者者のの遵遵守守事事項項  （（道道路路運運送送車車両両法法施施行行規規則則  第第６６２２条条のの２２のの２２））  
第六十二条の二の二 法第九十一条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 
一 法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料

金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれか

に該当する場合を除き、自ら管理するウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。 
イ 自動車特定整備事業に常時使用する従業員の数が五人以下である場合 
ロ 自ら管理するウェブサイトを有していない場合 
二 法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業の依頼者

に対し、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の

概算見積りを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供すること。 
三 依頼者に対し、行つていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されない点検若し

くは整備を不当に行い、その料金を請求しないこと。 
四 道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこ

と。 
五 電子制御装置整備を行う事業場にあつては、当該電子制御装置整備を適切に実施するため、

法第五十七条の二第一項に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報に基づき、必要な

点検及び整備を実施すること。 
六 電子制御装置整備を行う事業場にあつては、エーミング作業が適切に実施されるよう必要

な措置を講じること。 
七 事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であつて、かつ、次のイから

ハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める者のうち少なくとも一人

に特定整備及び法第九十一条の特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること

（自ら統括管理する場合を含む。）。ただし、当該事項を統括管理する者（以下「整備主任者」

という。）は、他の事業場の整備主任者になることができない。 
イ 分解整備を行う事業場（ハに掲げるものを除く。） 一級又は二級の自動車整備士の技能検

定に合格した者 
ロ 電子制御装置整備を行う事業場（ハに掲げるものを除く。） 一級の自動車整備士の技能検

定に合格した者又は一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しく

は自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識

及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者 
ハ 分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場 一級の自動車整備士の技能検定に合格した

者又は一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつ

て電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行

う講習を修了した者 
八 整備主任者であつて次に掲げるものに運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせ

ること。 
イ 整備主任者として新たに届け出た者 
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ロ 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者 
九 エアコンディショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作業を行う事業場にあつ

ては、みだりに当該エアコンディショナーに充塡されているフロン類（フロン類の使用の合

理化及び管理の適正化に関する法律（平成十三年法律第六十四号）第二条第一項に規定する

フロン類をいう。）を大気中に放出しないこと。 
十 他人に対して法若しくは法に基づく命令若しくは処分に違反する行為（以下この号におい

て「違反行為」という。）をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行

為をすることを助けないこと。 
 
２ 自動車特定整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車特定整備事業の開

始の日又は次に掲げる事項に変更のあつた日から十五日以内に、運輸監理部長又は運輸支局

長に届け出なければならない。 
一 届出者の氏名又は名称及び住所 
二 整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地 
三 整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日 

 
３ 前項の届出書には、同項第三号の者が一級若しくは二級の自動車整備士の技能検定（第一項

第七号ロ及びハに掲げる事業場にあっては、一級の自動車整備士の技能検定（一級二輪自動

車整備士の技能検定を除く。）に限る。）に合格したこと又は電子制御装置整備に必要な知識

及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了したこと（前項第三号

の者が第一項第七号ロ及びハに掲げる事業場の統括管理業務を行う場合に限る。）を証する書

面を添付しなければならない。 
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4,燃料電池自動車等に関する別添
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令和 6年 7月 25 日 

交通安全環境研究所 

自動車認証審査部 

審審査査事事務務規規程程（（交交通通研研部部分分））等等のの一一部部改改正正ににつついいてて  

１１．．審審査査事事務務規規程程  改改正正概概要要  
◆ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の

一部改正に伴い、「審査事務規程」（平成 28 年 4 月 1 日 規程第 2 号）等について一部改正

を行う。 

1.「審査事務規程」（平成 28 年 4 月 1 日 規程第 2号） 別添 1（試験規程（TRIAS））の新規

追加及び一部改正を行う。 

 (1) 細目告示に新たに採択された協定規則等に対応した TRIAS の新規追加（3項目） 

〔新規追加〕  

 ①TRIAS 31-J103(2)-01 
ガソリン・液化石油ガス特殊自動車排出ガス試験(7

モード及び LSI-NRTC) 

 ②TRIAS 31-J119R168-01 
路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガス試験

（協定規則第 168 号） 

 ③TRIAS 46(2)-R169-01 事故情報計測・記録装置試験（協定規則第 169 号） 

 

(2)細目告示に既に採用されている協定規則の改訂に伴う一部改正（14 項目） 

 ①TRIAS 17-R134(1)-03 
圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置試験

（協定規則第 134 号） 

 ②TRIAS 17-R134(3)-02 
圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置試験

（協定規則第 134 号（取付・強度）） 

 ③TRIAS 17-R134(4)-02 
圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置試験

（圧縮水素貯蔵システム）（協定規則第 134 号） 

 ④TRIAS 17-R134(5)-02 

圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置試験

（圧縮水素貯蔵システム附属品）（協定規則第 134

号） 

 ⑤TRIAS 18-R094-06 
オフセット衝突時の乗員保護試験（協定規則第 94

号）  

 ⑥TRIAS 18-R095-04 側面衝突時の乗員保護試験（協定規則第 95 号） 

 ⑦TRIAS 18-R137(1)-04 
前面衝突時の乗員保護及び燃料漏れ防止試験（協定

規則第 137 号） 

 ⑧TRIAS 22-R017(1)-04 
座席及び座席取付装置試験（協定規則第 17 号（乗用

等）） 

 ⑨TRIAS 22(3)-R016(2)-03 座席ベルト試験（協定規則第 16 号（車両）） 

 ⑩TRIAS 22(3)-R016(3)-05 座席ベルト試験（協定規則第 16 号（リマインダ）） 

 ⑪TRIAS 22(5)-R145-02 
年少者用補助乗車装置取付具試験 （協定規則第 145 

号） 

 ⑫TRIAS 22(5)-R016-02 
座席ベルト試験（協定規則第 16 号（ISOFIXCRS 搭載

性）） 

 ⑬TRIAS 32-R053-02 
二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の

取付装置試験(協定規則第 53 号) 
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 ⑭TRIAS 46(2)-R160-03 事故情報計測・記録装置試験（協定規則第 160 号） 

 

(3)付表等について修正および項目の追加等（26 項目） 

 ①TRIAS 08-J125-01 車載式燃料・電力消費等測定装置(OBFCM)の試験 

 ②TRIAS 08-J041(2)-01 
電気式ハイブリッド重量車燃料消費率試験（JH25 モ

ード） 

 ③TRIAS 08-J041(3)-01 電気重量車電力消費率試験（JH25 モード） 

 ④TRIAS 08-J041(4)-01 
電気式プラグインハイブリッド重量車燃料消費率及

び電力消費率試験（JH25 モー ド） 

 ⑤TRIAS 08-J041(5)-01 燃料電池重量車燃料消費率試験（JH25 モード） 

 ⑥TRIAS 11-R079-04 かじ取装置試験（協定規則第 79 号） 

 ⑦TRIAS 11(2)-R161-01 施錠装置試験（協定規則第 161 号) 

 ⑧TRIAS 11(2)-R162-01 イモビライザ（協定規則第 162 号) 

 ⑨TRIAS 12-R013-03 
トラック、バス及びトレーラの制動装置試験（協定

規則第 13 号） 

 ⑩TRIAS 12-R078-05 二輪車等の制動装置試験（協定規則第 78 号） 

 ⑪TRIAS 12-R152-02 
乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置試験（協定規

則第 152 号） 

 ⑫TRIAS 17-J131(1)-01 
圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置試験

（ガス容器） 

 ⑬TRIAS 17-J131(2)-01 
圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置試験

（ガス容器附属品） 

 ⑭TRIAS 17-J132(1)-01 
圧縮天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置試験

（ガス容器） 

 ⑮TRIAS 17-J132(2)-01 
圧縮天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置試験

（ガス容器付属品） 

 ⑯TRIAS 17-J133(1)-01 
液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置試験

（ガス容器） 

 ⑰TRIAS 17-J133(2)-01 
液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置試験

（ガス容器付属品） 

 ⑱TRIAS 17-R146(2)-01 

圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車、側車付二輪

自動車及び三輪自動車の燃料装置試験（圧縮水素貯

蔵システム）（協定規則第 146 号） 

 ⑲TRIAS 17-R146(3)-01 

圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車、側車付二輪

自動車及び三輪自動車の燃料装置試験（圧縮水素貯

蔵システム付属品）（協定規則第 146 号） 

 ⑳TRIAS 30-R051-01 四輪自動車の車外騒音試験（協定規則第 51 号） 

 ㉑TRIAS 31-J041(4)-04 ディーゼル重量車排出ガス試験（WHDC モード） 

 ㉒TRIAS 31-J042R154-03 軽・中量車排出ガス試験（協定規則第 154 号） 

 ㉓TRIAS 32-J052R048-05 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置試験 

 ㉔TRIAS 32-R149-02 照射灯火試験（協定規則第 149 号（前照灯）） 

 ㉕TRIAS 43(7)-R138-02 車両接近通報装置試験（協定規則第 138 号） 

 ㉖TRIAS 48-R157-02 自動車線維持システム試験（協定規則第 157 号） 

2. その他、項ずれによる修正等所要の改正。 
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２２．．関関係係すするる法法令令等等  

・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和 6年 6月 14 

 日国土交通省告示第 号） 

３３．．施施行行日日  
   施行日 令和６年７月２５日 
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自動車技術総合機構からのお知らせ

■様式16「ガス容器等再試験結果証明書」ダウンロードURL

高圧ガスの燃料装置に係る
審査方法が変更になります

https://www.naltec.go.jp/fkoifn00000011hj.html

令和5年10月20日に公布された道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する
告示（令和5年国土交通省告示第1048号）により、圧圧縮縮水水素素ガガスス、圧圧縮縮天天然然ガガスス又は液液化化天天然然ガガ
ススを燃料とする自動車（大型特殊自動車を除く。）に備えるガス容器及びガス容器附属品につい
ては、令和5年12月21日以降、当該告示に定めるガス容器及びガス容器附属品の再試験に係る基
準に適合しなければならないと改正されたことに伴い、審査方法を以下のとおり変更します。

※ ご不明な点についてはお問い合わせください。

◆◆圧圧縮縮水水素素ガガスス、、圧圧縮縮天天然然ガガスス又又はは液液化化天天然然ガガススをを燃燃料料ととすするる自自動動車車（（大大型型特特殊殊自自動動車車をを除除
くく。。））にに備備ええらられれたたガガスス容容器器及及びびガガスス容容器器附附属属品品のの再再試試験験にに係係るる基基準準へへのの適適合合性性ににつついいてて、、
次次にに掲掲げげるる試試験験機機関関がが発発行行ししたた審審査査事事務務規規程程様様式式1166にによよるる「「ガガスス容容器器等等再再試試験験結結果果証証明明書書」」
にによよりり審審査査ししまますす。。
① 高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第49条第1項及び第49条の4第1項に規定

されている試験機関
② ガス容器及びガス容器附属品の再試験を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を

有することが書面等により確認できる試験機関

◆◆次次にに掲掲げげるる全全ててのの要要件件をを満満たたすす場場合合はは、、有有効効ななガガスス容容器器等等再再試試験験結結果果証証明明書書ととししてて取取扱扱いいまま
すす。。
① 審査当日において、ガス容器等再試験結果証明書に記載されたガス容器等再試験結果証

明書の有効期限（ガス容器及びガス容器附属品の再試験を実施した日の1年1か月後の日と
する。）を経過していないこと

② ガス容器等再試験結果証明書に記載された「ガス容器一覧」と車載容器一覧証票に記載
された「容器の製造番号又は容器の記号及び番号」が一致すること

③ ガス容器及びガス容器附属品（目視が困難な場合にあってはガス容器取付部附近の車体
外表面）が著しく損傷していないこと

◆◆ここのの取取扱扱いいはは、、令令和和55年年1122月月2211日日かからら適適用用ししまますす。。

トップページを
下方にスクロール

左から2番目の
アイコンをクリック

令和5年11月30日

掲示期限 令和6年11月30日
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別別添添  

燃燃料料電電池池自自動動車車等等のの車車両両法法一一元元化化にに係係るるＱＱ＆＆ＡＡ  

問１ 燃料電池自動車等の車両法一元化の対象の範囲は。 

（答） 

道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）に規定する普通自動車、小

型自動車又は軽自動車（同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を

除く。）であって、圧縮水素（ＣＨＧ）、圧縮天然ガス（ＣＮＧ）又は液化天然ガ

ス（ＬＮＧ）を燃料とするものに備えるガス容器及びガス容器附属品。 

 

問２ 指定自動車整備事業者において、今回対象となる高圧ガスの燃料装置を備え

る自動車のガス容器等の再試験を実施できる検査設備について、事業場に常時備

えていなくても良いか。 

（答） 

指定自動車整備事業者において、高圧ガスの燃料装置を備える自動車のガス容

器及びガス容器附属品の再試験を実施する場合にあっては保安基準に定める、試

験に必要な設備としてガス検知器等を用いて実施する必要がある。 

しかし、当該設備を指定自動車整備事業者の自動車の検査の設備の基準に定め

ることは過度な規制となることから、必ずしも事業場で備えなければならないこ

ととはせず、他の事業場又は他の事業者から借りて使用することができることと

している。なお、借用先の距離や時間の制約は設けていない。 

  

問３ ガス容器等の再試験に必要な検査設備の届出は必要か。 

（答） 

自動車の検査の設備の基準に定めていないことから届出は不要である。  

  

問４ 指定自動車整備事業者として、ガス容器等の再試験を実施した場合にこれま

でと取扱いがどのように変わるのか。 

（答） 

これまで容器再試験については、高圧法体系であったことから外注により他の

事業場で実施した結果を活用することができたが、今回の車両法に一元化される

改正に伴い、指定自動車整備事業として実施する場合には、容器再試験を含め、

すべての検査を自ら行わなければならないことになる。 

なお、ガス容器等再試験を実施した事業場に限り、当該事業場で交付した有効

なガス容器等再試験結果証明書（完成検査日にガス容器等再試験結果証明書に記

載された有効期限（ガス容器及びガス容器附属品の再試験を実施した日の１年１

か月後の日）を経過していないものをいう。）を活用して判定することができるこ

ととしている。 
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問５ 指定自動車整備事業として実施する場合、ガス容器及びガス容器附属品の修

理については、これまでどおり他の事業者に委託（外注）しても良いか。 

（答） 

委託（外注）しても良い。なお、点検・検査については、委託（外注）はできな

い。 

 

問６ 施行日以降、車検満了日より先に容器再検査有効期限を迎える車両が少なか

らず存在するものと想定していますが、当該車両のガス容器等の再試験はいつ実

施すればよいか。 

（答） 

  車検満了日前までの継続検査時に実施すればよい。 

 

問７ 自動車特定整備事業者が行う場合と指定自動車整備事業者が指定自動車整

備事業以外で実施する場合は証明書を２部、指定自動車整備事業者が指定自動車

整備事業として行う場合は１部をなぜ交付しなければならないか 

（答） 

  これまでの容器再検査と同等の期間での取扱いを行う場合、１年車検のものにつ

いてはその都度容器再試験を実施すると過度な負担になることから最初に行った

容器再試験の試験結果を活用して審査を行うため、指定自動車整備事業以外では２

部を、指定自動車整備事業では１部を交付することとしている。 

なお、２年車検のものについては、必ずしも交付する必要性はないが、業界要望

を受け、取扱いが煩雑にならないよう、すべて交付することとしている。 

 

問８ 容器再試験の取扱いについて、ケースの例示をお願いしたい。 

（答） 

  ケース１：Ａ指定工場で容器再試験を実施し、1 年後の車検もＡ指定工場に入庫

した場合 

       →有効なガス容器等再試験結果証明書の提出があれば、容器再試験は

不要 

  ケース２：Ａ指定工場で容器再試験を実施し、1 年後の車検をＢ指定工場に入庫 

した場合 

→Ｂ指定工場において、指定整備で実施する場合には、再度、容器再

試験を実施。Ａ指定工場で交付した有効なガス容器等再試験結果証

明書の提出があれば、持込検査で活用することで容器再試験は不要 

  ケース３：Ａ指定工場で容器再試験を実施し、1 年後の車検をＣ認証工場に入庫

した場合 

       →Ａ指定工場で交付した有効なガス容器等再試験結果証明書の提出

があれば、持込検査で活用することで容器再試験は不要 

  ケース４：Ｃ認証工場で容器再試験を実施し、1 年後の車検をＤ認証工場に入庫

した場合 
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        →Ｃ認証工場で交付した有効なガス容器等再試験結果証明書の提

出があれば、持込検査で活用することで容器再試験は不要 

 

問９ 「再試験を実施した日の１年１か月後の日」とは、日付は同日になるのか、

１日前になるのか。 

（答） 

  日付は、基本的に同日となる。なお、同日とならない場合は末日としている。 

  例） 

   ケース１：１日に実施した場合、１年１か月後の１日となる。 

ケース２：31 日に実施した場合、1年 1か月後の末日が 30 日であれば、30 日

となる。 

ケース３：末日が 30 日である月に実施した場合、1 年 1か月後の末日が 31 日

であったとしても、30 日となる。 

ケース４：１年１か月後が閏年である１月 29～31 日に実施した場合は、２月

29 日となる。 

ケース５：閏年である２月 29 日に実施した場合は、３月 29 日となる。 
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プレスリリース 

令和 5年 11 月 30 日 

 

 

－－  審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 5544 次次改改正正））－－ 

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成 11

年法律第 218 号）第 13 条第 1 項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審査

事務規程）の一部改正を行い、令和 5年 12 月 21 日から施行します。 

 
主な改正の概要は、次のとおりです。 

 

１．道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安

基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に伴

う改正 

○ 空気入りゴムタイヤに係る協定規則へ摩耗状態でのウエット路面上の摩擦

力に係る基準が追加されたことに伴い、審査方法等を規定します。［6-11］ 

○ 高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号）体系下で行われる容器検査等（容

器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査をいう。）と同等の安全性

の担保が可能となる技術基準等が規定されたことに伴い、審査方法等を規定し

ます。［4-25、7-25、8-25、様式 16］ 

○ 二輪自動車へ後面衝突警告表示灯を備えることができることに伴う改正を

行います。［7-95、8-95］ 

○ 細目告示別添 129「後方視界看視装置の技術基準」及び細目告示別添 130「後

方視界看視装置取付装置等の技術基準」が規定されたことに伴い、当該装置の

審査方法等を規定します。［6-108、7-108、8-108、別添 2］ 

 

２．その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

 

 

 

 

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。 

（https://www.naltec.go.jp/） 

 

お問い合わせ先 

 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

  独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課 

    電話 ０３－５３６３－３４４１（代表） 

    FAX  ０３－５３６３－３３４７ 
 

プレスリリース 

令和 6年 3月 28 日 

 

 

－－  審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 5566 次次改改正正））－－ 

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成 11

年法律第 218 号）第 13 条第 1 項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審査

事務規程）の一部改正を行い、令和 6 年 4月 1日から施行します。 

 
主な改正の概要は、次のとおりです。 

 

１．道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安

基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に伴

う改正 

○ ガソリン又は LPG を燃料とする特殊自動車であって定格出力が 19kW 以上

560kW 未満である原動機を備えるものの排出ガス試験サイクルとして、過渡試

験サイクル（LSI-NRTC）及び定常試験サイクル（7M-RMC）に係る基準が追加さ

れ、排出ガス規制値が強化されたことに伴い、審査方法等を規定します。［7-58、

9-6］ 

○ ガソリン又は LPG を燃料とする特殊自動車であって定格出力が 19kW 以上

560kW 未満である原動機を備えるものについて、ブローバイ・ガス還元装置（原

動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。）の備

え付けが規定されたことに伴い、審査方法等を規定します。［7-60、8-60］ 

○ 自動車には、車両後退通報装置を備えなければならないものとして、対象と

する自動車及び審査方法を規定します。［6-105 の 2、7-105 の 2、8-105 の 2］ 

 

２．新車の指定自動車等について、第 7章の規定によらず第 6章の規定のみで審査が

できるよう構成を見直します。［6-14、6-35、6-37、6-38、6-41、6-99、6-100、6-106、   

6-107、6-109、6-110、6-114、6-115］ 

 

３．その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

 

 

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。 

（https://www.naltec.go.jp/） 

 

お問い合わせ先 

 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

  独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課 

    電話 ０３－５３６３－３４４１（代表） 

    FAX  ０３－５３６３－３３４７ 
 

5,審査事務規程の一部改正について（第54次改正）
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プレスリリース 

令和 5年 11 月 30 日 

 

 

－－  審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 5544 次次改改正正））－－ 

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成 11

年法律第 218 号）第 13 条第 1 項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審査

事務規程）の一部改正を行い、令和 5 年 12 月 21 日から施行します。 

 
主な改正の概要は、次のとおりです。 

 

１．道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安

基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に伴

う改正 

○ 空気入りゴムタイヤに係る協定規則へ摩耗状態でのウエット路面上の摩擦

力に係る基準が追加されたことに伴い、審査方法等を規定します。［6-11］ 

○ 高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号）体系下で行われる容器検査等（容

器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査をいう。）と同等の安全性

の担保が可能となる技術基準等が規定されたことに伴い、審査方法等を規定し

ます。［4-25、7-25、8-25、様式 16］ 

○ 二輪自動車へ後面衝突警告表示灯を備えることができることに伴う改正を

行います。［7-95、8-95］ 

○ 細目告示別添 129「後方視界看視装置の技術基準」及び細目告示別添 130「後

方視界看視装置取付装置等の技術基準」が規定されたことに伴い、当該装置の

審査方法等を規定します。［6-108、7-108、8-108、別添 2］ 

 

２．その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

 

 

 

 

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。 

（https://www.naltec.go.jp/） 

 

お問い合わせ先 

 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

  独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課 

    電話 ０３－５３６３－３４４１（代表） 

    FAX  ０３－５３６３－３３４７ 
 

プレスリリース 

令和 6年 3月 28 日 

 

 

－－  審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 5566 次次改改正正））－－ 

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成 11

年法律第 218 号）第 13 条第 1 項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審査

事務規程）の一部改正を行い、令和 6年 4月 1日から施行します。 

 
主な改正の概要は、次のとおりです。 

 

１．道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安

基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に伴

う改正 

○ ガソリン又は LPG を燃料とする特殊自動車であって定格出力が 19kW 以上

560kW 未満である原動機を備えるものの排出ガス試験サイクルとして、過渡試

験サイクル（LSI-NRTC）及び定常試験サイクル（7M-RMC）に係る基準が追加さ

れ、排出ガス規制値が強化されたことに伴い、審査方法等を規定します。［7-58、

9-6］ 

○ ガソリン又は LPG を燃料とする特殊自動車であって定格出力が 19kW 以上

560kW 未満である原動機を備えるものについて、ブローバイ・ガス還元装置（原

動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。）の備

え付けが規定されたことに伴い、審査方法等を規定します。［7-60、8-60］ 

○ 自動車には、車両後退通報装置を備えなければならないものとして、対象と

する自動車及び審査方法を規定します。［6-105 の 2、7-105 の 2、8-105 の 2］ 

 

２．新車の指定自動車等について、第 7章の規定によらず第 6章の規定のみで審査が

できるよう構成を見直します。［6-14、6-35、6-37、6-38、6-41、6-99、6-100、6-106、   

6-107、6-109、6-110、6-114、6-115］ 

 

３．その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

 

 

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。 

（https://www.naltec.go.jp/） 

 

お問い合わせ先 

 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

  独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課 

    電話 ０３－５３６３－３４４１（代表） 

    FAX  ０３－５３６３－３３４７ 
 

6,審査事務規程の一部改正について（第56次改正）
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プレスリリース 

令和６年６月２７日 

 

－－  審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 5577 次次改改正正））－－  
 

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成

11 年法律第 218 号）第 13 条第 1 項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審

査事務規程）の一部改正を行い、令和 6 年 8月 1日から施行します。 

 

主な改正の概要は、次のとおりです。 

 

１．電動パーキングブレーキ搭載車が増加していることに伴い、ブレーキテスタを用

いた制動装置検査（駐車ブレーキ計測）について、ブレーキテスタのローラ上で駐

車ブレーキを備える車軸の全ての車輪がロックし、それ以上の制動力を計測するこ

とが困難な場合には、その状態で必要な制動力の総和を有しているものとみなすこ

ととします。［9-3］ 

 

２．平成 10 年 9 月 1 日以降に製作された自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、

最高速度 35km/h 未満の大型特殊自動車、最高速度 20km/h 未満の自動車及び被牽引

自動車を除く。）については、ヘッドライトテスタを用いた前照灯検査においてロ

ービームを計測し、夜間に前方 40m の距離にある交通上の障害物を確認できる性能

を有することや照射光線が他の交通を妨げないことを検査しているところですが、

カットオフラインが確認できない自動車などに対応するための計測方法を変更し、

対象車及び判定エリアを追加します。また、規定全体の構成を見直します。［9-8］ 

 

 

 

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。 

（https://www.naltec.go.jp/） 

 

お問い合わせ先 

 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

  独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課 

    電話 ０３－５３６３－３４４１（代表） 

    FAX  ０３－５３６３－３３４７ 
 

7,審査事務規程の一部改正について（第57次改正）
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東東北北検検査査部部かかららののおお知知ららせせ

カットオフラインが確認できない自動車などに対応す
るために、令和６年８月１日の検査から、最高光度点の
位置によるロービーム測定を行う対象自動車※と、計測
方法が以下のとおり変更となります。
※：二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、

最高速度20km/h未満の自動車及び被牽引自動車を除きます。

１．対象となる自動車
・カットオフラインが確認できないすれ違い用前照灯（レンズの

表面にくもりがないものに限る。）を備える自動車
・指定自動車等以外の自動車

２．計測値の判定
・最高光度点の位置 ：次のいずれかの範囲内にあること
・最高光度点における光度：1灯につき6,400cd以上であること

※照明部中心高さ1m超えの場合は、
20mmを70mmに、150mmを200mmに読み替える。

又は

最高光度点の位置によるロービーム
の計測方法が見直されました

最高光度点の位置によるロービーム計測方法

(注) 指定自動車等以外の自動車は「エルボー点の位置による計測」又は
「最高光度点の位置による計測」のいずれかでロービームを計測します。

東東北北検検査査部部

8,ヘッドライト測定範囲変更お知らせ
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東東北北検検査査部部かかららののおお知知ららせせ（（つつづづきき））

・指定自動車等であっても、バルブ交換や加工、経年劣
化といった、レンズ表面のくもり以外の要因により
カットオフラインが出ないような場合には、最高光度
点の位置によるロービームの計測を行うことができる
様になります。

・最高光度点で調整した場合にはコース入口の担当者へ
自己申告をお願いいたします。

・ただし、最高光度点で調整した場合でも、レンズ表面
にくもりがあるものや、カットオフラインが確認でき
るものについては最高光度点による調整の対象外とな
る場合がありますので注意が必要です。

・レンズ表面に油類が塗布されているものは、これまで
のとおり不適切な補修となりますので、レンズ表面の
くもりを除去する方法等についてご注意をお願いいた
します。

東東北北検検査査部部

200mm

70 mm

V

270 mm

20 mm

150mm

H

V

270 mm

照明部中心の高さが１ｍ以下の自動車の
最高光度点の範囲
・第３象限（これまでどおり）
・右方0〜270mm、下方20〜150mmの範囲

⇒ロービームのエルボー点の範囲が追加

照明部中心の高さが１ｍ超えの自動車の
最高光度点の範囲
・第３象限（これまでどおり）
・右方0〜270mm、下方70〜200mmの範囲

⇒ロービームのエルボー点の範囲が追加

H
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令令和和６６年年１１００月月かかららのの
ＯＯＢＢＤＤ検検査査ににつついいてて
（（注注意意喚喚起起））

国産車について、令和３年10月１日以降の
新型車に対して令和６年10月１日より順次
ＯＢＤ検査が開始されます。

当分の間、ＯＯＢＢＤＤ検検査査をを計計測測ココーーススでで行行わわなな
いいことから、ＯＢＤの再検査は１１〜〜５５ココーースス
へへ再再度度並並んんででいいたただだくくこととなりますので、
ご注意ください。

対象車につきましては事前の確実な点検・
整備をお願いいたします。

対象車は車検証の備考欄にOBD検査対象である旨と、適用期日の記載
があります。（電子車検証はICタグ内に適用期日が格納されていま
す。）

なお、輸入車は令和４年１０月１日以降の新型車に対して令和７年１
０月１日よりＯＢＤ検査が開始となり、こちらも適用期日後は同様の
対応となりますので、よろしくお願いいたします。
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1

『『ははじじままるる、、OOBBDD検検査査』』

独立行政法人自動車技術総合機構
東北検査部 検査課

令和６年度 整備主任者研修資料2024.9.2版

2

２２００２２４４年年 １１００月月 １１日日

OOBBDD検検査査 開開始始
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OO
BB
DD
検検

査査
をを

行行
うう

クク
ルル

ママ
②②

○
O
B
D
検
査
対
象
車
で
も
、
以
下
の
も
の
は
検
査
不
要
で
す
。

OO
BB
DD
検検

査査
適適

用用
日日

前前

特
定

D
T
C
照

会
ア
プ
リ
で
『
検

査
要

否
確

認
』
を
行

う
と
、
サ

ー
バ

か
ら
検

査
要

否
が

返
っ
て
き
ま
す
。

車
検

証
の

『
O
B
D
検

査
開

始
年

月
日

』
で
判

断
す
れ

ば
よ
い
？

全
車

ア
プ
リ
で
確

認
す
べ

き
？

Ｑ
・
車

検
証

の
記

載
は

、
““
そそ
のの

型型
式式

””
の

O
B
D
検

査
開

始
年

月
日

で
す
。

よ
っ
て
、
1
台

ご
と
の

条
件

で
あ
る
上

記
の

「
③

」
に
つ
い
て
は

無
関

係
の

記
載

で
す
。

・
『
検

査
不

要
』
の

判
断

は
車

検
証

の
み

で
も
可

能
で
す
。

［［
１１

］］
「「

OO
BB
DD
検検

査査
対対

象象
」」

のの
記記

載載
なな

しし
全全

てて
検検

査査
不不

要要
［［

２２
］］

車車
検検

証証
のの

「「
開開

始始
年年

月月
日日

」」
よよ

りり
もも

前前
全全

てて
検検

査査
不不

要要
［［

３３
］］

車車
検検

証証
のの

「「
開開

始始
年年

月月
日日

」」
よよ

りり
もも

後後
アア

ププ
リリ

でで
確確

認認
をを

すす
るる

⇒
［
３
］
で
「
検

査
不

要
」
と
な
る
例

・
初

度
登

録
か

ら
1
0
ヶ
月

以
内

の
車

検
（
中

古
新

規
や

前
倒

し
車

検
）

ほ
と

ん
ど

の
場

合
、

「
検

査
要

」
と

な
り

ま
す

。

①
検

査
の

日
が

令
和

6
年

9
月

3
0
日

以
前

（
輸輸

入入
車車

はは
令令

和和
77
年年

99
月月

33
00
日日

以以
前前

）

②
検

査
の

日
が

型型
式式

指指
定定

年年
月月

日日
かか

らら
22
年年

を
経

過
し
て
い
な
い

③
検

査
の

日
が

初 初
度度

登登
録録

年年
月月

ま
た
は

初
度

検
査

年
月

の
前

月
か

ら
起

算
し
て
11
00
ヶヶ
月月

を
経

過
し
て
い
な
い
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○
「
OO
BB
DD
確確

認認
」
は
、
O
B
D
検
査
の
合
否
を
事
前
確
認
す
る
機
能
で
す
。

○
「
検
査
不
要
」
と
判
定
さ
れ
る
ク
ル
マ
に
対
し
て
も
実
施
で
き
ま
す
。

○
認
証
工
場
が
事
前
に
「
O
B
D
確
認
」
を
行
う
と
、
持持

込込
検検

査査
時時

のの
OO
BB
DD
検検

査査
がが

原原
則則

省省
略略

さ
れ
ま
す
。

7

『『
OO

BB
DD
確確

認認
』』

とと
はは

「「
OO

BB
DD
検検

査査
」」

モモ
ーー

ドド
の

場
合

、
[実

行
]ボ

タ
ン

が
押

せ
ま

せ
ん

。

「
O
B
D
検

査
」
モ
ー
ド
と
「
O
B
D
確

認
」
モ
ー
ド
、
結

果
は

全
く
同

じ
？

Ｑ
・
シ
ス
テ
ム
で
判

定
す
る
方

法
に
違違

いい
はは

ああ
りり
まま
せせ

んん
。。

「
検

査
要

」
で
あ
る
ク
ル

マ
に
対

す
る
実

施
結

果
は

全
く
同

じ
で
す
。

・
た
だ
し
、
「
検

査
不

要
」
で
あ
る
ク
ル

マ
に
対

し
て
実

施
す
る
場

合
は

制
約

※
が

あ
り
、

実
際

の
検

査
で
行

わ
れ

る
判

定
の

方
法

と
は

一
部

異
な
り
ま
す
。

持
込

検
査

前
に
「
O
B
D
確

認
」
を
実

施
し
た
認

証
工

場
は

、
ど
う
や

っ
て
そ
れ

を
示

す
？

Ｑ

『
原

則
省

略
』
の

、
原

則
に
当

て
は

ま
ら
な
い
（
省

略
さ
れ

な
い
）
場

合
と
は

？
Ｑ

・
不

正
等

が
疑

わ
れ

る
場

合
、
ま
た
は

そ
れ

以
外

で
も
一

定
の

率
で
「
抜抜

きき
取取

りり
検検

査査
」
を
実

施
し
ま
す
。

※
1
1
ペ
ー
ジ
参
照

・
実

施
し
た
結

果
が

O
B
D
検

査
用

サ
ー
バ

に
保

存
さ
れ

て
お
り
、

持
込

検
査

開
始

時
に
検

査
場

の
シ
ス
テ
ム
が
自 自

動動
的的

にに
そそ
のの

デデ
ーー
タタ
をを
確確

認認
し
ま
す
。

・
実実

施施
結結

果果
をを
印印

刷刷
しし
てて
持持

参参
すす
るる
等等

のの
必必

要要
はは

ああ
りり
まま
せせ

んん
。。

やや
っっ

てて
くく

れれ
ばば

OO
KK
！！

55
日日

間間
有有

効効

合
否

判
定

は
、

O
B
D
検

査
と

同
様

に
O

B
D
検

査
用

サ
ー

バ
が

行
い

ま
す

。
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（（
参参

考考
））

※
わ
か
りや
す
い
よ
うに
説
明
を
簡
略
化
。

正
確
に
は
法
令
を
参
照
の
こと

O
BD
点
検

O
BD
確
認

O
BD
検
査

O
BD
検
査
が
必
要
な
⾃
動
⾞

に
対
し、
次
の
目
的
で
実
施

完
成
検
査
時
以
外
で
の

適
否
の
確
認

持
込
検
査
で
の
省
略

 

O
BD
検
査

O
BD
確
認

『O
BD
検
査
』、
『O
BD
確
認
』、
『O
BD
点
検
』、
違
い
は
︖
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指指
定定

整整
備備

にに
おお

けけ
るる

OO
BB
DD
検検

査査
・・

OO
BB
DD
確確

認認
のの

実実
施施

のの
例例

１
入

庫
・

受
付

【
フ

ロ
ン

ト
係

】

２
受

入
点

検
・

作
業

指
示

【
自

動
車

検
査

員
、

整
備

主
任

者
等

】

３
整

備
作

業
【

整
備

係
】

４
中

間
点

検
【

整
備

主
任

者
】

５
完

成
検

査
【

自
動

車
検

査
員

】

６
保

安
基

準
適

合
証

へ
の

証
明

【
自

動
車

検
査

員
】

７
関

係
書

類
の

確
認

、
適

合
証

の
交

付
【

事
業

場
管

理
責

任
者

】

OO
BB
DD
確確

認認
（（

任任
意意

））

OO
BB
DD
確確

認認
（（

任任
意意

））

OO
BB
DD
検検

査査
（（

必必
須須

））
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『『
OO

BB
DD
確確

認認
』』

でで
きき

るる
？？

でで
きき

なな
いい

？？
【【

制制
度度

編編
】】

□
原
則
、
認
証
工
場
・
指
定
工
場
の
み
が
実
施
で
き
ま
す
。

「
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
等
に
お
け
る
O
B
D
検
査
及
び
O
B
D
確
認
の
取
扱
方
針
に
つ
い
て
」
（
令
和
6
年
3
月
2
8
日
付
け
国
自
整
第
2
7
8
号
）

通
達

□
O
B
D
確
認
後
、
検
査
コ
ー
ス
へ
の
持
込
ま
で
の
間
に

「
OO
BB
DD
検検

査査
のの

合合
否否

にに
影影

響響
をを
及及

ぼぼ
すす
整整

備備
まま
たた
はは

改改
造造

」
を
行
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

行
っ
た
場
合
、
持
込
ま
で
の
間
に
も
う
一
度
O
B
D
確
認
を
実
施
し
ま
す
。

O
B
D
検

査
シ

ス
テ

ム
に

登
録

し
て

い
る

利
用

者

□
「「
検検

査査
員員

」」
まま
たた
はは

「「
工工

員員
」」
が
実
施
で
き
ま
す
。

敷
地

内
で

あ
れ

ば
、

現
車

作
業

場
で

な
く

て
も

可

    □
「
自自

工工
場場

にに
てて
点点

検検
整整

備備
をを
行行

うう
（（
行行

っっ
たた
））
クク
ルル

ママ
」

に
対
し
て
の
み
実
施
で
き
ま
す
。

□
「
事 事

業業
場場

のの
敷敷

地地
内内

」
の
み
で
実
施
で
き
ま
す
。
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11

『『
OO

BB
DD
確確

認認
』』

でで
きき

るる
？？

でで
きき

なな
いい

？？
【【

シシ
スス

テテ
ムム

編編
】】

○
『
検検

査査
不不

要要
』
と
判
定
さ
れ
る
ク
ル
マ
に
OO
BB
DD
確確

認認
を
実
施
す
る
場
合
、

以
下
の
制制

約約
がが

ああ
りり
まま
すす
。

！！
！！

型型
式式

指指
定定

かか
らら

22
年年

未未
満満

、、
初初

度度
登登

録録
かか

らら
11
00
ヶヶ

月月
未未

満満

○
『
検検

査査
不不

要要
』
と
判
定
さ
れ
る
ク
ル
マ
に
OO
BB
DD
検検

査査
はは

でで
きき
まま
せせ

んん
。

（
「
O
B
D
検
査
」
モ
ー
ド
で
は

[実
行
]ボ

タ
ン
が
押
せ
ま
せ
ん
。
）

※
シ
ス
テ
ム
で
検
査
に
必
要
な
情
報
の
準
備
が
完
了
し
た
も
の
は
制
約
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
O
B
D
Ⅱ
の
規
格
情
報
に
基
づ
く
排排

ガガ
スス
装装

置置
とと
のの

通通
信信

のの
みみ

をを
行行

いい
、、
安安

全全
系系

装装
置置

とと
のの

通通
信信

はは
行行

わわ
れれ

まま
せせ

んん
。

②
W
L
T
P
-
O
B
D
規
制
車
、
J
-
O
B
D
Ⅱ
規
制
車
ま
た
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
重
量
車
J
-
O
B
D
Ⅱ
規
制
車
以
外
で
あ
っ
て
、
OO
BB
DD
ⅡⅡ

規規
格格

がが
採採

用用
ささ
れれ

てて
いい
なな
いい
車
両
の
場
合
は
「「
通通
信信
不不
成成
立立
」」
と
な
る
、
ま
た
は
一一

部部
のの
通通
信信
がが
でで
きき
なな
いい
（
例
え
ば
レ
デ
ィ
ネ
ス
コ
ー
ド
が

取
得
で
き
な
い
）
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

③
車車

両両
総総

重重
量量

33
..55
tt以以

下下
のの

デデ
ィィ
ーー
ゼゼ
ルル

車車
、、
EE
VV
車車

なな
どど
のの

一一
部部

のの
車車
両両

にに
つつ
いい
てて
はは

、、
[[実実

行行
]]ボボ

タタ
ンン
がが

押押
せせ

まま
せせ

んん
。。

（
参
考
）

＜
J
-
O
B
D
Ⅱ
規
制
車
、
W
L
T
P
-
O
B
D
規
制
車
＞

＜
デ
ィ
ー
ゼ
ル
重
量
車
J
-
O
B
D
Ⅱ
規
制
車
＞

でで
きき

なな
いい

クク
ルル

ママ
がが

ああ
りり

まま
すす

全全
てて

のの
項項

目目
のの

チチ
ェェ

ッッ
クク

はは
でで

きき
まま

せせ
んん

⇒
車
両
総
重
量
3
.5
t以

下
の
ガ
ソ
リ
ン
車
・
L
P
G
車

⇒
車
両
総
重
量
3
.5
t超

の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
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OO
BB
DD
検検

査査
//
確確

認認
のの

実実
施施

手手
順順

OO
BB
DD
検検

査査
はは

、、
原原

動動
機機

始始
動動

（（
HH
VV

、、
EE
VV

はは
RR
EE
AA
DD
YY

））
でで

原原
動動

機機
停停

止止
・・

電電
源源

オオ
フフ

検検
査査

用用
スス

キキ
ャャ

ンン
ツツ

ーー
ルル

接接
続続

原原
動動

機機
始始

動動
（（

HH
VV

、、
EE
VV

はは
RR
EE
AA
DD
YY
））

検検
査査

[[実実
行行

]]

イ
グ
ニ
ッ
シ
ョ
ン
オ
ン
で
は
検
査
で
き
な
い
？

シ
ス
テ
ム
で
エ
ラ
ー
に
な
ら
な
い
？

Ｑ
・
多
く
の
場
合
は
イ
グ
ニ
ッ
シ
ョ
ン
オ
ン
だ
け
の
状
態
で
も
判
定
が
さ
れ
ま
す
が
、

原
動
機
始
動
（
R
E
A
D
Y
）
状
態
で
は
じ
め
て
検
出
さ
れ
る
コ
ー
ド
も
あ
る
た
め
正正

確確
なな
検検

査査
にに
なな
りり
まま
せせ

んん
。。

規規
定定

どど
おお
りり
のの

方方
法法

でで
実実

施施
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

・
ク
ル
マ
の
状
態
（
オ
フ
、
イ
グ
ニ
ッ
シ
ョ
ン
オ
ン
、
原
動
機
始
動
（
R
E
A
D
Y
）
の
別
）
を

シシ
スス
テテ
ムム
でで
検検

知知
すす
るる
ここ
とと
はは

でで
きき
まま
せせ

んん
の
で
、
エ
ラ
ー
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

検
査
実
施
者
に
て
注
意
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
自

動
車

技
術

総
合

機
構

「
審

査
事

務
規

程
」
に
規

定
さ
れ

て
い
ま
す
。
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OO
BB
DD
検検

査査
//
確確

認認
のの

ルル
ーー

ルル
①①

・
「
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
等
に
お
け
る
O
B
D
検
査
及
び
O
B
D
確
認
の
取
扱
方
針
に
つ
い
て
」
（
令
和
6
年
3
月
2
8
日
付
け
国
自
整
第
2
7
8
号
）

・
「
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
及
び
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
に
お
け
る
O
B
D
検
査
シ
ス
テ
ム
の
ID
等
の
管
理
に
係
る
遵
守
事
項
及
び

留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
令
和
6
年
3
月
2
8
日
付
け
国
自
整
第
2
6
7
号
）

通
達

■■
実実

施施
場場

所所

■■
検検

査査
用用

スス
キキ
ャャ
ンン
ツツ
ーー
ルル

■■
IIDD
・・
パパ

スス
ワワ
ーー
ドド
のの

不不
正正

使使
用用

まま
たた
はは

幇幇
助助

のの
禁禁

止止

■■
実実

施施
すす
るる
車車

両両

    □
「
事
業
場
の
敷
地
内
」
に
お
い
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

□
認
定
さ
れ
た
検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

□
他

者
の

ID
を
使

用
し
て
O
B
D
検
査
/
確
認
を
し
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
（
な
り
す
ま
し
の

禁
止

）
□

ID
を
事

業
場

以
外

の
者
へ
貸
し
渡
し
、
使
用
さ
せ
て
は
い
け
ま
せ

ん
。

（
ID
等

の
不

正
使

用
の
幇
助
の
禁
止
）

□
自

ら
の

事
業

場
に
お
い
て
点
検
整
備
を
行
う
（
行
っ
た
）
車

両
に
の

み
実

施
で
き
ま
す
。

O
B
D
検

査
用

サ
ー

バ
に

は
、

検
査

結
果

の
他

、
いい

つつ
、、

どど
のの

IIDD
（（

名名
前前

））
でで

行行
っっ

たた
かか

全
て

記
録

が
残

り
ま

す
。

敷
地

内
で

あ
れ

ば
、

完
成

検
査

場
や

現
車

作
業

場
で

な
く

て
も

可
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OO
BB
DD
検検

査査
//
確確

認認
のの

ルル
ーー

ルル
②②

「
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
等
に
お
け
る
O
B
D
検
査
及
び
O
B
D
確
認
の
取
扱
方
針
に
つ
い
て
」
（
令
和
6
年
3
月
2
8
日
付
け
国
自
整
第
2
7
8
号
）

通
達

■■
OO
BB
DD
確確

認認
後後

、、
検検

査査
ココ
ーー
スス
へへ

のの
持持

込込
検検

査査
まま
でで
のの

間間
のの

改改
造造

等等
のの

禁禁
止止

■■
「「
替替

ええ
玉玉

」」
のの

禁禁
止止

■■
OO
BB
DD
検検

査査
でで
補補

助助
者者

がが
行行

ええ
るる
作作

業業
範範

囲囲

   □
V
C
Iの

取
り
付
け
、
ア
プ
リ
へ
の
車
両
情
報
の
入
力
は
、
補
助
者
が
行
っ
て
も
よ
い
で
す
。

□
た
だ
し
、
同

一
性

の
確
認
、
入
力
内
容
の
真
正
性
に
つ
い
て
は

、
検

査
員

が
責

任
を
も
っ
て
確
認
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

□
車

両
情

報
を
入

力
し
た
車
両
と
別
の
車
両
の
O
B
D
検
査
/
確

認
デ
ー
タ
を
送

信
し
て
は

い
け
ま
せ

ん
。

□
O
B
D
確

認
後

、
検

査
コ
ー
ス
へ
の
持
込
ま
で
の
間
に

「
O
B
D
検

査
の

合
否

に
影
響
を
及
ぼ
す
整
備
ま
た
は
改
造
」
を
行

っ
て
は

い
け
ま
せ

ん
。

行
っ
た
場

合
、
持

込
ま
で
の
間
に
も
う
一
度
O
B
D
確
認
を
実

施
し
ま
す
。

ロロ
ググ

イイ
ンン

はは
、、

検検
査査

員員
がが

検検
査査

員員
のの

IIDD
でで
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15

接接
続続

ケケ
ーー

ブブ
ルル

をを
使使

うう
場場

合合
はは

こ
ち

ら
は

ツ
ー

ル
メ

ー
カ

ー
製

の
認認

定定
品品

で

こ
ち

ら
は

ど
ち

ら
で

も

車車
両両

とと
VV

CC
II間間

のの
ケケ

ーー
ブブ

ルル

VV
CC
IIとと

PP
CC
間間

のの
ケケ

ーー
ブブ

ルル

非
認

定
の

社
外

品
延

長
ケ

ー
ブ

ル
は

N
G

！！
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バ
ン
パ
ー
脱
着

タ
イ
ヤ
＆
ホ
イ
ー
ル
脱
着

エ
ン
ジ
ン
オ
イ
ル
交
換

作
業
例

関
係
部
品

イ
メ
ー
ジ

【該
当
あ
り】

・上
図
の
場
合
、交

換
す
る
た
め
に
対
象
装
置
の

脱
着
も
必
要
（
バ
ンパ
ー
に
該
当
装
置
あ
り）

【該
当
な
し】

・上
図
の
場
合
、脱

着
す
る
た
め
に
対
象
装
置
の

脱
着
の
必
要
が
な
い

【該
当
な
し】

・上
図
の
場
合
、交

換
す
る
た
め
に
対
象
装
置
の

脱
着
の
必
要
が
な
い

①
対
象
装
置
の
構
成

部
品
の
脱
着
、

も
しく
は
取
付
位
置
が

変
更
す
る
作
業

各 パ タ ー ン の 該 当 有 無

【該
当
の
可
能
性
あ
り】

・運
転
支
援
、自

動
運
転
シ
ス
テ
ム
の
セ
ンサ
等
の

脱
着
時
に
エ
ー
ミン
グ
等
が
必
要
な
場
合
は
該
当

【該
当
な
し】

・E
CU
へ
の
学
習
等
の
作
業
な
し

【該
当
な
し】

・E
CU
へ
の
学
習
等
の
作
業
な
し

②
EC
U
に
記
憶
さ
れ
る

学
習
値
等
が

消
去
さ
れ
る
作
業

【該
当
な
し】

・ダ
イア
グ
コー
ド等

を
消
去
す
る
作
業
な
し

【該
当
な
し】

・ダ
イア
グ
コー
ド等

を
消
去
す
る
作
業
な
し

【該
当
な
し】

・ダ
イア
グ
コー
ド等

を
消
去
す
る
作
業
な
し

③
ス
キ
ャン
ツ
ー
ル
等

に
よ
る
AL
Lダ
イ
ア
グ

消
去
す
る
作
業

（
上
図
の
場
合
は
）
合
理
化
不
可

合
理
化
可

合
理
化
可

合
理
化
可
否

O
BD
検
査
に
お
け
る
検
査
合
理
化
の
適
⽤
判
断
に
つ
い
て

「O
BD
検
査
の
合
否
に
影
響
を
及
ぼ
す
」可
能
性
の
あ
る
作
業

※
DT
Cの
⼊
⼒
条
件
等
は
⾞
両
に
よ
り異

な
り、
詳
細
な
作
業
まで
を
全
て
⽰
す
こと
は
困
難
な
た
め
ご
了
承
くだ
さい

（
将
来
の
⾞
両
開
発
ま
で
加
味
を
した
内
容
で
は
無
く、
現
時
点
の
考
え
⽅
を
整
理
した
も
の
に
な
りま
す
）

＜
ご
参
考
︓
実
作
業
で
の
ケ
ー
ス
ス
タデ
ィ（
⼀
例
）
＞

オ
イル
フィ
ラキ
ャッ
プ

ドレ
ンプ
ラグ

カバ
ー
類

エ
ンジ
ン本

体

カバ
ー
類

ブ
レ
ー
キ
キ
ャリ
パ
ス
テ
ア
リン
グ
ナ
ック
ル

ドラ
イブ
シ
ャフ
ト

ブ
レ
ー
キ
ロー
ター
ス
ピー
ドセ
ンサ

タイ
ヤ
＆
ホ
イー
ル

運
転
支
援
、自

動
運
転
シ
ス
テ
ム
の

セ
ンサ
等
（
O
BD
検
査
対
象
）

パ
ンパ
ー
を
外
さな
い
と出

来
な
い
作
業
例
（
フォ
グ
ラン
プ
等
）

バ
ンパ
ー

フォ
グ
ラン
プ

（
O
BD
検
査
対
象
外
）

（（
参参

考考
））

第
6
回

O
B
D
検

査
準

備
会

合
【
資

料
7
】
よ
り
抜

粋

な
し

な
し

あ
り

な
し

な
し

可
能
性
あ
り

な
し

な
し

な
し

可
可

不
可
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QQ
11

新新
様様

式式
のの

指指
定定

整整
備備

記記
録録

簿簿
はは

、、
いい
つつ
、、
何何

をを
行行

うう
車車

両両
かか

らら
使使

用用
すす
れれ

ばば
よよ
いい
でで
すす
かか

？？

A
1

1
0
月

以
降

に
指
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
を
す
る
も
の
か
ら
、

新
様

式
の

指
定

整
備

記
録

簿
を
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。

QQ
22

点点
検検

整整
備備

をを
99
月月

にに
開開

始始
しし
、、
完完

成成
検検

査査
をを
11
00
月月

にに
行行

うう
場場

合合
、、

どど
ちち
らら
のの

様様
式式
のの
指指
定定
整整
備備
記記
録録
簿簿
をを
使使

用用
すす
れれ
ばば
よよ
いい
でで
すす
かか
？？

A
2

9
月

以
前

に
指
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
を
す
る
場
合
、
旧

様
式

の
指

定
整

備
記

録
簿

を
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の

場
合

、
1
0
月

以
降

に
完

成
検

査
を
す
る
際

に
は

不
足

し
て
い
る
項

目
に
つ
い
て
追

記
し
て
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。

Q Q
33

99
月月

以以
前前

にに
新新

様様
式式

をを
使使

用用
すす
るる
ここ
とと
はは

認認
めめ
らら
れれ

まま
すす
かか

？？

A
3

原
則

、
9
月

以
前

は
旧

様
式

の
指

定
整

備
記

録
簿

を
使

用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

QQ
44

11
00
月月

以以
降降

にに
、、
OO
BB
DD
検検

査査
のの

必必
要要

がが
なな
いい
車車

両両
にに
、、
旧旧

様様
式式

をを
使使

用用
すす
るる
ここ
とと
はは

認認
めめ
らら
れれ

まま
すす
かか

？？

A
4

1
0
月

以
降

は
新

様
式

の
指
定
整
備
記
録
簿
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

QQ
55

余余
っっ
てて
いい
るる
旧旧

様様
式式

のの
指指

定定
整整

備備
記記

録録
簿簿

をを
、、
記記

載載
項項

目目
をを
新新

様様
式式

のの
もも
のの

にに
書書

きき
かか

ええ
てて

使使
用用

すす
るる
ここ
とと
はは

認認
めめ
らら
れれ

まま
すす
かか

？？

A
5

原
則

、
1
0
月

以
降

は
新

様
式

の
指

定
整

備
記

録
簿

を
使

用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
旧

様
式

を
使

用
し
て
不

足
し
て
い
る
項

目
を
追

記
し
て
い
た
だ
い
て
も
問

題
あ
り
ま
せ

ん
。

指指
定定

整整
備備

記記
録録

簿簿
QQ

&&
AA

17

『『
OO

BB
DD
検検

査査
結結

果果
』』

欄欄
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1

（（
例例

１１
））

・・
OO

BB
DD
検検

査査
対対

象象
車車

をを
検検

査査
すす

るる
場場

合合
、、

旧旧
様様

式式
のの

箇箇
所所

をを
訂訂

正正
しし

検検
査査

結結
果果

をを
訂訂

正正

（（
例例

２２
））

・・
OO

BB
DD
検検

査査
対対

象象
外外

車車
をを

検検
査査

すす
るる

場場
合合

、、
例例

１１
のの

よよ
うう

にに
記記

載載
しし

斜斜
線線

でで
消消

すす
ここ

とと
でで

もも
よよ

いい
がが

、、
検検

査査
機機

器器
等等

にに
よよ

るる
検検

査査
のの

欄欄
にに

、、
「「

OO
BB
DD
検検

査査
対対

象象
外外

」」
でで

ああ
るる

旨旨
のの

記記
載載

にに
てて

扱扱
っっ

てて
もも

よよ
いい

。。

（（
例例

３３
））

・・
自自

動動
運運

行行
装装

置置
がが

装装
着着

ささ
れれ

てて
いい

るる
もも

のの
はは

追追
記記

しし
使使

用用
すす

るる
。。

若若
しし

くく
はは

、、
「「

OO
BB
DD
・・

自自
動動

運運
行行

装装
置置

対対
象象

外外
」」

のの
旨旨

、、
記記

載載
しし

取取
りり

扱扱
っっ

てて
もも

よよ
いい

。。

（
例
１
） （
例
２
）

OB
D検

査
対
象
外

又
は

OB
D・

自
動
運
行
装
置
対
象
外

67



シシ
スス

テテ
ムム

登登
録録

情情
報報

のの
更更

新新
【【

通通
常常

のの
変変

更更
編編

】】

18

事事
業業

場場
名名

称称
のの
変変

更更
事事

業業
場場

所所
在在

地地
のの
変変

更更

検検
査査

員員
のの
選選

任任
・・

解解
任任

□
□

□
工工

員員
のの

変変
更更




事事
業業

場場
のの

情情
報報

にに
変変

更更
がが

ああ
っっ

たた
らら

をを
おお

忘忘
れれ

なな
くく

!!!!

OO
BB
DD
検検

査査
シシ

スス
テテ

ムム
のの

登登
録録

情情
報報

変変
更更
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シシ
スス

テテ
ムム

登登
録録

情情
報報

のの
更更

新新
【【

新新
規規

、、
番番

号号
変変

更更
編編

】】

19

申
請
時
に
入
力
が
求
め
ら
れ
る
、
新新
しし
いい
『『
指指
定定
番番
号号
』』
『『
認認
証証
番番
号号
』』
に
つ
い
て
は
、
そそ
のの

番番
号号

のの
代代

わわ
りり
にに
、
こ
ち
ら
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
時
に
添
付
が
求
め
ら
れ
る
、
新新
しし
いい
『『
指指
定定
書書
』』
『『
認認
証証
書書
』』
に
つ
い
て
は
、
そそ
のの

代代
わわ

りり
にに
、
こ
ち
ら
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

シ
ス
テ
ム
へ
の
申
請
が
承
認
さ
れ
る
の
は
、
運運
輸輸
局局
のの
指指
定定
（（
認認
証証
））
後後
と
な
り
、
申
請
時
に
入
力
い
た
だ
い
た
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に

通
知
メ
ー
ル
が
送
信
さ
れ
ま
す
。

管管
轄轄

運運
輸輸

支支
局局

ココ
ーー
ドド
（（
２２
桁桁

））
＋＋

事事
業業

場場
のの

電電
話話

番番
号号

（（
１１
００
～～

１１
１１
桁桁

））

運運
輸輸

局局
へへ

のの
申申

請請
書書

（（
届届

出出
書書

））

  

運運
輸輸

局局
かか

らら
のの

指指
定定

（（
認認

証証
））
をを
受受

けけ
たた
らら
すす
ぐぐ
にに

OO
BB
DD
検検

査査
//
OO
BB
DD
確確

認認
をを
実実

施施
すす
るる
予予

定定
のの

場場
合合

、、

ああ
らら
かか

じじ
めめ
OO
BB
DD
検検

査査
シシ
スス
テテ
ムム
へへ

のの
申申

請請
をを
行行

っっ
てて
おお
いい
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

！！新新
規規

シシ
スス
テテ
ムム
登登

録録
認認

証証
⇒⇒

指指
定定

指指
定定

廃廃
止止

新新
規規

○
通
常
、
申
請
時
に
、
運
輸
局
よ
り
交
付
さ
れ
る
指
定
・
認
証
書
と
指
定
・
認
証
番
号
が
必
要
で
す
。

○
シ
ス
テ
ム
申
請
か
ら
利
用
可
能
（
情
報
更
新
）
と
な
る
ま
で
に
通
常
１
～
２
週
間
か
か
り
ま
す
。

※
シ
ス
テ
ム
上

の
指

定
番

号
が

変
わ

ら
な
い
も
の

除
く
。
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シシ
スス

テテ
ムム

登登
録録

情情
報報

のの
更更

新新
【【

指指
定定

廃廃
止止

新新
規規

、、
認認

証証
譲譲

渡渡
編編

】】

認認
証証

譲譲
渡渡

指指
定定

廃廃
止止

新新
規規

・
過
去
の
検
査
結
果
等
の
情
報
は
参
照
不
可

・
新
た
な
事
業
場
ID
で
、
検
査
員
/
工
員
の
登
録
を
含
む
、
一
連
の
初
期
設
定
が
必
要

・
初
期
設
定
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
O
B
D
検
査
が
で
き
な
い
時
間
帯
が
発
生

引引
きき

継継
ぐぐ

ここ
とと

でで
、、

過過
去去

のの
検検

査査
結結

果果
のの

参参
照照

がが
可可

能能
でで

すす
。。

※
シ
ス
テ
ム
上

の
指

定
番

号
が

変
わ

ら
な
い
場

合
、
事

業
場

名
の

み
変

更
（
何

も
変

わ
ら
な
け
れ

ば
対

応
不

要
で
す
。
）

！！

○
譲
渡
前
の
事
業
者
か
ら
事
業
場
ID
を
引
き
継
い
で
く
だ
さ
い
。

○
指
定

番
号

、
事

業
場

名
等
の
変
更
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
事
業
場
ID
を
引
き
継
が
な
い
場
合
は
新
規
で
利
用
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
譲
渡
前
の
事
業
者
か
ら
事
業
場
ID
を
引
き
継
い
で
く
だ
さ
い
。

○
事
業
場

名
等
の

変
更

を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
事
業
場
ID
を
引
き
継
が
な
い
場
合
は
新
規
で
利
用
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

変変
更更

当当
日日

のの
反反

映映
がが

必必
要要

なな
場場

合合
⇒⇒

前前
ペペ

ーー
ジジ

のの
方方

法法

変変
更更

当当
日日

のの
反反

映映
がが

必必
要要

なな
場場

合合
⇒⇒

前前
ペペ

ーー
ジジ

のの
方方

法法

20

引引
きき

継継
ぐぐ

ここ
とと

でで
、、

過過
去去

のの
検検

査査
結結

果果
のの

参参
照照

がが
可可

能能
でで

すす
。。

OO
CC
RR
にに

記記
入入

すす
るる

数数
字字

とと
同同

じじ
でで

すす
。。
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対
象

災災
害害
・・
障障
害害
時時
のの
「「
特特
例例
措措
置置
」」
①①

21

○
O
B
D
検
査
用
サ
ー
バ
ー
の
障
害
や
通
信
障
害
等
、
整
備
事
業
者
の
責
任
以
外
で
O
B
D
検
査
が
実
施
で
き
な
い
場
合
、

特 特
例例
措措
置置
（（
テテ
ルル
テテ
ーー
ルル
確確
認認
にに
よよ
るる
合合
否否
判判
定定
にに
切切
りり
替替
ええ
るる
））
を
実
施
す
る
。

機機
構構
のの
OO
BB
DD
検検
査査
用用
ササ
ーー
ババ
ーー
のの
障障
害害

通通
信信
障障
害害
・・
電電
力力
障障
害害

OO
BB
DD
検検
査査
用用
ササ
ーー
ババ
ーー
のの
アア
ッッ
ププ
デデ
ーー
トト
なな
どど

整整
備備
工工
場場
のの
責責
でで
なな
いい
とと
機機
構構
がが
認認
めめ
たた
場場
合合

対
象
外 自自
社社
のの
保保
有有
すす
るる
機機
器器
のの
障障
害害

『『
OO
BB
DD
確確
認認
』』

検検
査査
用用
スス
キキ
ャャ
ンン
ツツ
ーー
ルル
まま
たた
はは

自自
動動
車車
のの
OO
BB
DD
のの
不不
具具
合合

特
例
措
置
の
内
容

機
器
に
よ
る
検
査
に
代
え
、
異異
常常
をを
示示
すす
テテ
ルル
テテ
ーー
ルル
がが
点点
灯灯
又又
はは
点点
滅滅
しし
てて
いい
なな
いい
ここ
とと
にに
よよ
りり
適適
合合
とと
判判
断断

「
O
B
D
検
査
用
サ
ー
バ
ー
に
接
続
で
き
な
い
場
合
の
特
例
措
置
の
実
施
要
領
に
つ
い
て
」
（
令
和
6
年
3
月
2
8
日
付
け
国
自
基
第
2
2
1
号
国
自
整
第
2
7
0
号
）

通
達

特
例
措
置
で
検
査
を
実
施
し
お
客
様
に
返
却
し
た
ク
ル
マ
は
、
後
日
再
度
入
庫
い
た
だ
き
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
で
や
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
？

Ｑ
・
法
令
・
通
達
上
、
そ
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
自
主
的
に
そ
の
確
認
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
自
体
に
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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災災
害害
・・
障障
害害
時時
のの
「「
特特
例例
措措
置置
」」
②②

22

対
応
の
流
れササ
ーー
ババ
ーー
障障
害害

起
動
で
き
な
い

O
B
D
検
査
ポ
ー
タ
ル
を
確
認

特
例
措
置
に
よ
り
検
査
実
施

緊
急
の
お
知
ら
せ

緊緊
急急
時時
はは
ココ
ココ
でで
おお
知知
らら
せせ
しし
まま
すす

・
サ
ー
バ
ー
障
害
の
場
合
は
自
動
車
技
術
総
合
機
構
が
障
害
を
認
定

・
障
害
認
定
日
時
よ
り
、
復
旧
日
の
2
4
:0
0
ま
で
、
特
例
措
置
適
用

対
応
の
流
れ通通
信信
・・
電電
力力
障障
害害

起
動
で
き
な
い

O
B
D
検
査
ポ
ー
タ
ル
を
確
認

特
例
措
置
に
よ
り
検
査
実
施

・
整
備
工
場
の
判
断
で
特
例
措
置
適
用
可

・
障
害
発
生
の
事
実
が
確
認
で
き
る
記
録
を
２
年
間
保
存

・
障
害
発
生
日
の
2
4
:0
0
ま
で
、
特
例
措
置
適
用

通
信
会
社
/
電
力
会
社
に
確
認

22

・・
通通
信信
会会
社社

//
電電
力力
会会
社社
のの

HH
PP
のの
写写
しし

・・
問問
いい
合合
わわ
せせ
履履
歴歴

等等
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災災
害害
・・
障障
害害
時時
のの
「「
特特
例例
措措
置置
」」
③③

記
録
方
法

23

□
指
定
整
備
記
録
簿
に
次
の
こ
と
を
記
載
。

・
『
O
B
D
検
査
結
果
』
欄
の
「
良
」
に
○○
印印
を
記
載

・
『
走
行
テ
ス
ト
等
の
方
法
と
結
果
』
欄
に
テテ
ルル
テテ
ーー
ルル
点点
灯灯
状状
況況

（
点点
灯灯
又又
はは
点点
滅滅
しし
てて
いい
なな
いい
ここ
とと
））
のの
確確
認認
結結
果果
を
記
載

□
テ
ル
テ
ー
ル
の
点
灯
状
況
に
つ
い
て
写写
真真
又又
はは
動動
画画
で
記
録
。

こ
の
際
、
撮撮
影影
日日
時時
が
わ
か
る
も
の
（
時
計
等
）
を
当
該
写
真
又
は
動
画
内
に
あ
わ
せ
て
記
録
し
て
お
く
。

【
記
載
例
】
：
『
走
行
テ
ス
ト
等
の
方
法
と
結
果
』
欄

O
B
D
検
査
特
例
適
用

確
認
日
：
令
和
●
年
●
月
●
日

○
○
時
○
○
分

テ
ル
テ
ー
ル
点
灯
・
点
滅
な
し

『『
OO

BB
DD
検検
査査
結結
果果
』』
欄欄

『『
走走
行行
テテ
スス
トト
等等
のの
方方
法法
とと
結結
果果
』』
欄欄

OO
BB
DD
検検
査査
特特
例例
適適
用用

確確
認認
日日
：：
令令
和和
●●
年年
●●
月月
●●
日日

○○
時時
○○
分分

テテ
ルル
テテ
ーー
ルル
点点
灯灯
・・
点点
滅滅
なな
しし
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特
例
番
号
受
領
の
考
え
方

災災
害害
・・
障障
害害
時時
のの
「「
特特
例例
措措
置置
」」
④④

24

アア
ッッ
ププ
デデ
ーー
トト
エエ
ララ
ーー
時時
のの
特特
例例

○
利利
用用
者者
端端
末末
のの
環環
境境
にに
よよ
りり
特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ
の
アア
ッッ
ププ
デデ
ーー
トト
失失
敗敗
にに
よよ
りり
OO
BB
DD
検検
査査
がが
実実
施施
でで
きき
なな
いい
場場
合合
に
つ
い
て
も
、

特
例
措
置
の
対
象
に
該
当
す
る
。

○
事
象
が
発
生
し
た
事
業
場
か
ら
O
B
D
検
査
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
連
絡
し
て
い
た
だ
き
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
よ
り
次
の
と
お
り
対
応
。

○
受
領
し
た
特
例
番
号
に
よ
り
、
特
例
措
置
に
て
検
査
を
実
施
し
、
特 特
例例
番番
号号
をを
指指
定定
整整
備備
記記
録録
簿簿
にに
記記
録録
。

解解
消消
しし
なな
いい
場場
合合
にに
限限
らら
なな
いい

受受
領領
のの
要要
否否
はは
事事
業業
者者
のの
意意
思思
にに
よよ
るる

『『
OO

BB
DD
確確
認認
』』
はは
対対
象象
外外

・
解解
消消
すす
るる
かか
しし
なな
いい
かか
わわ
かか
らら
なな
いい
段段
階階
でで
受受
領領
で
き
る
。

・
受
領
後
、
解解
消消
しし
たた
かか
どど
うう
かか
のの
連連
絡絡
をを
すす
るる
必必
要要
はは
なな
いい
。

・
事
業
場
が
、
解
消
前
に
O
B
D
検
査
を
実
施
す
る
可
能
性
が
あ
る
等
、

受受
領領
のの
意意
思思
がが
ああ
れれ
ばば
、、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
は
付
与
す
る
。

・
受
領
後
に
、
実
際
に
特
例
番
号
に
よ
り
O
B
D
検
査
を
実
施
す
る
か

ど
う
か
も
、
事
業
場
が
判
断
す
る
。

・
結
果
、
事
業
者
が
受
領
し
た
特
例
番
号
を
使 使
用用
しし
なな
くく
てて
もも
、、

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
の
連連
絡絡
はは
不不
要要
。

・
対
象
と
す
る
の
は
法
令
で
実
施
が
必
須
で
あ
る
『『
OO
BB
DD
検検
査査
』』
のの
みみ
。

・
つ
ま
り
、
付
与
の
対
象
は
指指
定定
工工
場場
のの
みみ
、
認
証
工
場
は
対
象
外
。

有有
効効
期期
間間
はは
当当
日日
中中

・
特
例
番
号
で
O
B
D
検
査
を
実
施
で
き
る
の
は
受
領
し
た
当
日
限
り
。

（
当
日
中
は
、
1
つ
の
特
例
番
号
で
複
数
台
の
実
施
が
可
。
）

・
翌
日
以
降
も
同
じ
状
況
が
続
く
場
合
、
再
度
受
領
す
る
。

検検
査査
後後
にに
受受
領領
すす
るる
ここ
とと
もも
可可

・
事
業
者
は
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
対
応
時
間
外
に
こ
の
状
況
に
な
っ
た
場
合
、

先
に
検
査
を
実
施
し
、
翌
日
に
受
領
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。

「
特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
時
に
エ
ラ
ー
が
発
生
し
た
場
合
の
取
扱
細
則
に
つ
い
て
」
（
令
和
6
年
7
月
3
0
日
付
け
国
自
整
第
9
8号

）

通
達

▶▶
特特
例例
措措
置置
がが
可可
能能
でで
ああ
るる
ここ
とと
をを
説説
明明
すす
るる

▶▶
連連
絡絡
者者
かか
らら
特特
例例
措措
置置
でで
検検
査査
をを
すす
るる
意意
思思
がが
確確
認認
ささ
れれ
たた
らら
「「
特特
例例
番番
号号
」」をを
付付
与与
すす
るる

付
与
状
況
（
事
業
場
名
）
を

機
構
か
ら
国
土
交
通
省
に
報
告

OO
BB
DD
検検
査査
特特
例例
適適
用用

確確
認認
日日
：：
令令
和和
●●
年年
●●
月月
●●
日日

○○
時時
○○
分分

テテ
ルル
テテ
ーー
ルル
点点
灯灯
・・
点点
滅滅
なな
しし

特特
例例
番番
号号
：：
UU
DD
11
22
--
22
44
11
22
33
44
--
11
22
33
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OO
BB

DD
検検

査査
にに

関関
すす

るる
ごご

質質
問問

25

■■
OO

BB
DD

検検
査査

ポポ
ーー

タタ
ルル

■■
国国

土土
交交

通通
省省

『『
自自

動動
車車

のの
電電

子子
的的

なな
検検

査査
（（

OO
BB

DD
検検

査査
））

にに
つつ

いい
てて

』』

■■
OO

BB
DD

検検
査査

ココ
ーー

ルル
セセ

ンン
タタ

ーー

hh
tttt

pp
ss
:://

//
ww

ww
ww

..oo
bb

dd
..nn

aa
lltt
ee
cc
..gg

oo
..jjpp

//

hh
tttt

pp
ss
:://

//
ww

ww
ww

..mm
lliitt

..gg
oo
..jjpp

//
jjiidd

oo
ss
hh

aa
//
jjiidd

oo
ss
hh

aa
__
OO

BB
DD

..hh
ttmm

ll

００
５５

７７
００

－－
００

２２
２２

－－
５５

７７
４４

99
::00

00
  ～～

11
77

::00
00

（（
11

22
月月

22
99

日日
かか

らら
11

月月
33

日日
をを

除除
きき

、、
年年

中中
無無

休休
））

ＯＯ
ＢＢ

ＤＤ
ポポ

ーー
タタ

ルル

国国
土土

交交
通通

省省
OO

BB
DD
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国 自 整 第 号

令 和 ６ 年 ３ 月 日

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿

沖縄総合事務局運輸部長 殿

物流・自動車局自動車整備課長

（ 公 印 省 略 ）

検査システム利用事業者の各種申請等における連絡体制等の取

扱方針について

令和６年 月から開始される 検査（目視により判断できない電子制御装置の

故障等に対応するため、検査用スキャンツールを用いて車載式故障診断装置の診断結

果を読み出し、特定の情報等の記録状況を検査すること。）の実施のため、独立行政法

人自動車技術総合機構（以下「機構」という。）では、 検査システムを管理、運用

している。

自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者が当該システムを利用するため

には、認証番号又は指定番号による申請等が必要となるが、申請から利用可能となる

までには日数を要することとなるため、新規指定等と同日に当該システムを利用可能

とするためには、運輸局及び運輸支局（兵庫陸運部及び内閣府沖縄総合事務局を含む。

以下「運輸局等」という。）での新規指定等の審査と並行して、機構での 検査シ

ステムの申請内容の審査を行う必要がある。

また、指定取消等の行政処分後の 検査システムの不正使用を防ぐため、機構に

おいて必要な措置を迅速に行う必要がある。

これらのことから、運輸支局（兵庫陸運部を含む。以下同じ。）への事業者からの申

請及び運輸局（内閣府沖縄総合事務局を含む。以下同じ。）による行政処分に係る情報

を機構に共有する必要があるところ、別紙のとおり「 検査システム利用事業者の

各種申請等における連絡体制等の取扱方針」を定めたので了知されるとともに、遺漏

のないよう取り扱われたい。

また、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長及び機構理事長あて別添のと

おり通知したので申し添える。

【別紙】
別 紙

検査システム利用事業者の各種申請等における連絡体制等の取扱方針

１．申請又は届出があった際の連絡について

（１）自動車特定整備事業の認証又は指定自動車整備事業の指定の申請

運輸支局は、道路運送車両法（昭和 年法律第 号。以下「法」とい

う。）第 条又は第 条の２の申請があった際は、当該申請を行った者に

対し自動車特定整備事業の認証又は指定自動車整備事業の指定を受けると

同時に 検査システムの利用開始（自動車特定整備事業者として 検査

システムを利用している場合であって、指定自動車整備事業の指定と同時に

新たに 検査モードを利用開始する場合を含む。）を希望するか、申請者

に確認する。当該申請者が同時利用開始を希望する場合にあっては、必要な

手続きの方法として以下の事項を案内する。

・ 検査システムの申請時に入力が求められる、認証番号又は指定番号につ

いては、未定であるため、代わりに次の番号を入力すること

『管轄運輸支局コード（２桁）＋事業場の電話番号（ ～ 桁）』

・ 検査システムの申請時に添付が求められる、認証書又は指定書について

は、未交付であるため、代わりに運輸支局への申請書（事業場の名称、事業

場の所在地が確認できる部分）の写しを添付すること

上記の希望があった場合、運輸支局は、次に掲げる項目を遅滞なく機構へ

電子メールにより連絡する。

機構は、運輸支局から連絡があり、かつ、当該申請者から 検査システ

ムの申請があった場合には、利用開始の日までの審査完了に向けて準備を進

める。

①申請の種別（新規認証、新規指定又は廃止新規）

②認証番号（新規指定の場合に限る。）

③廃止される事業場の指定番号（廃止新規の場合に限る。）

④事業場の名称

⑤事業場の所在地

また、運輸局等は、当該申請者が 検査システムを同時利用開始できる

よう、次の⑥及び⑦の項目が確定次第（遅くとも認証又は指定の予定日（認

証又は指定を行う可能性のある日のうち最も早い日とする。以下同じ。）の

前開庁日までに）、①～⑤の項目にこれらの項目を追加し、機構へ電子メー

10,OBD検査システム利用事業者の各種申請等における取扱について
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別 紙

検査システム利用事業者の各種申請等における連絡体制等の取扱方針

１．申請又は届出があった際の連絡について

（１）自動車特定整備事業の認証又は指定自動車整備事業の指定の申請

運輸支局は、道路運送車両法（昭和 年法律第 号。以下「法」とい

う。）第 条又は第 条の２の申請があった際は、当該申請を行った者に

対し自動車特定整備事業の認証又は指定自動車整備事業の指定を受けると

同時に 検査システムの利用開始（自動車特定整備事業者として 検査

システムを利用している場合であって、指定自動車整備事業の指定と同時に

新たに 検査モードを利用開始する場合を含む。）を希望するか、申請者

に確認する。当該申請者が同時利用開始を希望する場合にあっては、必要な

手続きの方法として以下の事項を案内する。

・ 検査システムの申請時に入力が求められる、認証番号又は指定番号につ

いては、未定であるため、代わりに次の番号を入力すること

『管轄運輸支局コード（２桁）＋事業場の電話番号（ ～ 桁）』

・ 検査システムの申請時に添付が求められる、認証書又は指定書について

は、未交付であるため、代わりに運輸支局への申請書（事業場の名称、事業

場の所在地が確認できる部分）の写しを添付すること

上記の希望があった場合、運輸支局は、次に掲げる項目を遅滞なく機構へ

電子メールにより連絡する。

機構は、運輸支局から連絡があり、かつ、当該申請者から 検査システ

ムの申請があった場合には、利用開始の日までの審査完了に向けて準備を進

める。

①申請の種別（新規認証、新規指定又は廃止新規）

②認証番号（新規指定の場合に限る。）

③廃止される事業場の指定番号（廃止新規の場合に限る。）

④事業場の名称

⑤事業場の所在地

また、運輸局等は、当該申請者が 検査システムを同時利用開始できる

よう、次の⑥及び⑦の項目が確定次第（遅くとも認証又は指定の予定日（認

証又は指定を行う可能性のある日のうち最も早い日とする。以下同じ。）の

前開庁日までに）、①～⑤の項目にこれらの項目を追加し、機構へ電子メー
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ルにより連絡する。（予定日に変更が生じた場合は速やかに機構に連絡する。）

⑥認証番号（指定自動車整備事業の場合は指定番号）

⑦認証又は指定の予定日

運輸局等は、当該認証又は指定の日が確定した場合は、直ちに④～⑥の項

目と認証又は指定の日を機構へ電子メールにより連絡する。

機構は当該認証又は指定の日に、当該申請者が利用開始できるようシステ

ム処理を行う。

（２）廃止届出

運輸支局は、法第 条第２項（第 条の９において準用する場合を含

む。）の廃止の届出があった際は、速やかに次に掲げる項目を機構へ電子メ

ールにより連絡する。

機構は、運輸支局から連絡があった場合には、当該事業場の 検査シス

テムに登録されている情報を確認し、利用停止手続きがされていなかったと

きは速やかに事業場 及びユーザー の削除を行う。

①事業場の名称

②事業場の所在地

③認証番号（指定自動車整備事業の場合は指定番号）

④廃止日

（３）変更届出等

運輸支局は、法第 条第１項の変更届出（事業場の名称又は事業場の所在

地に関するものに限り、道路運送車両法施行規則（昭和 年運輸省令第

号）第 条の２の２第２項及び指定自動車整備事業規則（昭和 年運輸省

令第 号）第５条第３項の届出の際に行うものも含む。）又は法第 条の４

第３項の自動車検査員の変更の届出があった際は、機構の 検査システム

に登録されている情報の変更についても案内する。

２．行政処分等を行う際の連絡について

運輸局は、次表に掲げる行政処分を行う際には、当該行政処分の種類に応じ、次

表に掲げる項目を、次表に掲げる連絡期日までに機構へ電子メールにより連絡する。

（予定日に変更が生じた場合は速やかに機構に連絡する。）また、次表に掲げるシ

ステム上の処理を行う可能性がある旨の連絡を当該行政処分に係る事業者に速や

かに連絡する。

機構は、運輸局から連絡があった場合には、次表に掲げるシステム上の処理を行

う可能性がある旨の連絡を当該行政処分に係る事業者に速やかに連絡し、当該行政

処分の効力が発生する日と同日に実施する。

処分の種類 項目 連絡期日 システム上の処理

（全処分で共通）

①事業場の名称

②事業場の所在地

当該処分が効

力を発生する

前開庁日

事業の停止命令

（法第 条）

③認証番号（指定自動車

整備事業の場合は指定

番号）

④停止予定期間

事業場 の停止

認証の取消

（法第 条）

③認証番号（指定自動車

整備事業の場合は指定

番号）

④取消の予定日

事業場 の削除

自動車検査員の解任命

令

（法第 条の４第４

項）

③指定番号

④解任される自動車検

査員の氏名

⑤解任の予定日

解任された自動車

検査員の利用者区

分を「検査員」から

「工員」に変更

保安基準適合証等の交

付停止命令

（法第 条の８第１

項）

③指定番号

④停止予定期間

事業場 の種別を

指定工場（ 検査

不可）に変更

指定の取消（認証の取

消を含まない場合に限

る）

（法第 条の８第１

項）

③認証番号

④指定番号

⑤取消の予定日

事業場 の種別を

認証工場に変更

３．機構への連絡方法

電子メールでの機構への連絡方法は以下のとおり。

■宛先 ： 自動車技術総合機構 情報・技術センター

■件名 ： 『【○○運輸支局（※運輸局等の名称）】○○情報（※申請、届出又は

処分区分）の共有』

附 則（令和６年３月 日付け国自整第 号）

この通達は、令和６年 月１日から施行する。
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う可能性がある旨の連絡を当該行政処分に係る事業者に速やかに連絡し、当該行政

処分の効力が発生する日と同日に実施する。

処分の種類 項目 連絡期日 システム上の処理

（全処分で共通）

①事業場の名称

②事業場の所在地

当該処分が効

力を発生する

前開庁日

事業の停止命令

（法第 条）

③認証番号（指定自動車

整備事業の場合は指定

番号）

④停止予定期間

事業場 の停止

認証の取消

（法第 条）

③認証番号（指定自動車

整備事業の場合は指定

番号）

④取消の予定日

事業場 の削除

自動車検査員の解任命

令

（法第 条の４第４

項）

③指定番号

④解任される自動車検

査員の氏名

⑤解任の予定日

解任された自動車

検査員の利用者区

分を「検査員」から

「工員」に変更

保安基準適合証等の交

付停止命令

（法第 条の８第１

項）

③指定番号

④停止予定期間

事業場 の種別を

指定工場（ 検査

不可）に変更

指定の取消（認証の取

消を含まない場合に限

る）

（法第 条の８第１

項）

③認証番号

④指定番号

⑤取消の予定日

事業場 の種別を

認証工場に変更

３．機構への連絡方法

電子メールでの機構への連絡方法は以下のとおり。

■宛先 ： 自動車技術総合機構 情報・技術センター

■件名 ： 『【○○運輸支局（※運輸局等の名称）】○○情報（※申請、届出又は

処分区分）の共有』

附 則（令和６年３月 日付け国自整第 号）

この通達は、令和６年 月１日から施行する。
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国自整第 号の２

令和６年３月 日

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿

国土交通省 物流・自動車局

自動車整備課長

（ 公 印 省 略 ）

検査システム利用事業者の各種申請等における連絡体制等の取扱方針に

ついて

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸

部長あて通達しましたので、了知いただくとともに、傘下会員に対し周知をお願いいたし

ます。

別添 
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国自整第 号の２

令和６年３月 日

独立行政法人自動車技術総合機構理事長 殿

国土交通省 物流・自動車局

自動車整備課長

（ 公 印 省 略 ）

検査システム利用事業者の各種申請等における連絡体制等の取扱方針に

ついて

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸

部長あて通達しましたので、了知いただくとともに、貴機構内において周知をお願いいた

します。
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○ OBD検査/OBD確認を行う場合、OBD検査システムへの申請が必要です。

○ 通常、申請時に、運輸局より交付される指定・認証書と指定・認証番号が必要です。

○ システム申請から利用可能となるまでに通常１～２週間かかります。

申請方法は「OBD検査ポータル」をご確認ください。

申請時に入力が求められる、新新ししいい『『指指定定番番号号』』『『認認証証番番号号』』については、
そそのの番番号号のの代代わわりりにに、こちらを入力してください。

申請時に添付が求められる、新新ししいい『『指指定定書書』』『『認認証証書書』』については、
そそのの代代わわりりにに、こちらを添付してください。

システムへの申請が承認されるのは、運運輸輸局局のの決決裁裁後後となり、
申請時に入力いただいたメールアドレスに通知メールが送信されます。

OOBBDD検検査査シシスステテムムへへのの申申請請をを行行うう整整備備事事業業者者様様へへ

管管轄轄運運輸輸支支局局ココーードド（（２２桁桁）） ＋＋ 事事業業場場のの電電話話番番号号（（１１００～～１１１１桁桁））

運運輸輸局局へへのの申申請請書書（（届届出出書書））









運輸局からの指指定定（（認認証証））をを受受けけたたららすすぐぐにに

OOBBDD検検査査//OOBBDD確確認認をを実実施施する予定の場合、

ああららかかじじめめOOBBDD検検査査シシスステテムムへへのの申申請請を行っておいてください。
！！
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ＯＯＢＢＤＤ ポポーータタルル

詳詳ししくくはは
ここちちらら

シシスステテムム申申請請時時のの入入力力画画面面イイメメーージジ

管管轄轄運運輸輸支支局局ココーードド（（２２桁桁）） ＋＋ 事事業業場場のの電電話話番番号号（（１１００～～１１１１桁桁））

運運輸輸局局へへのの申申請請書書（（届届出出書書））

未定の場合

未交付の場合

『指定番号』『認証番号』

『指定書の写し』『認証書の写し』

240328
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変変更更届届出出 をを行行っったた整整備備事事業業者者様様へへ

OBD検査システムの登録情報変更
も お忘れなく !!

事業場名称の変更

事業場所在地の変更

検査員の選任・解任

□

□

□ 工員の変更
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ＯＯＢＢＤＤ ポポーータタルル

詳詳ししくくはは
ここちちらら

シシスステテムム登登録録情情報報変変更更のの画画面面イイメメーージジ

『『事事業業場場管管理理』』
↓↓

『『事事業業場場情情報報』』

『『修修正正』』

『『確確認認』』

内内容容修修正正

240328
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11,持込み検査を行う際の注意事項
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  1/11 

 

 

 

 

宮宮城城県県自自動動車車税税納納税税確確認認シシスステテムム  

 

一一般般利利用用者者向向けけ操操作作ママニニュュアアルル  

 

  

  

  

 

  

  2/11 

目次 

一般利用者向け操作マニュアル ......................................................................... 1 

 ログイン画面 ................................................................................................. 3 

1.1. ログイン ......................................................................................................... 3 

 パスワード変更画面 ...................................................................................... 5 

2.1. パスワード変更 .............................................................................................. 5 

 検索画面 ........................................................................................................ 7 

3.1. 車両継続検査実施可否検索 ............................................................................. 7 

3.2. クリア ............................................................................................................. 9 

3.3. 以前のパスワード変更から一定期間が経過した場合 .................................... 11 
 

 
 

12,重量税確認システム
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  1/11 

 

 

 

 

宮宮城城県県自自動動車車税税納納税税確確認認シシスステテムム  

 

一一般般利利用用者者向向けけ操操作作ママニニュュアアルル  

 

  

  

  

 

  

  2/11 

目次 

一般利用者向け操作マニュアル ......................................................................... 1 

 ログイン画面 ................................................................................................. 3 

1.1. ログイン ......................................................................................................... 3 

 パスワード変更画面 ...................................................................................... 5 

2.1. パスワード変更 .............................................................................................. 5 

 検索画面 ........................................................................................................ 7 

3.1. 車両継続検査実施可否検索 ............................................................................. 7 

3.2. クリア ............................................................................................................. 9 

3.3. 以前のパスワード変更から一定期間が経過した場合 .................................... 11 
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  3/11 

 ロロググイインン画画面面  

1.1. ロロググイインン  

 利用者 ID、パスワードを入力して、ログインボタンを押下します。 
  

 
  

  4/11 

 初回ログインの場合は、パスワード変更画面を表示します。「2.1 パスワード変更」の手

順でパスワードを変更します。 
  

 
 
 2 回目以降のログインの場合は、パスワード変更画面は表示されず、検索画面に遷移しま

す。「3.1 車両継続検査実施可否検索」の手順で検索を実施します。 
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  3/11 

 ロロググイインン画画面面  

1.1. ロロググイインン  

 利用者 ID、パスワードを入力して、ログインボタンを押下します。 
  

 
  

  4/11 

 初回ログインの場合は、パスワード変更画面を表示します。「2.1 パスワード変更」の手

順でパスワードを変更します。 
  

 
 
 2 回目以降のログインの場合は、パスワード変更画面は表示されず、検索画面に遷移しま

す。「3.1 車両継続検査実施可否検索」の手順で検索を実施します。 
  

 
 

91



  5/11 

 パパススワワーードド変変更更画画面面  

2.1. パパススワワーードド変変更更  

 ログイン画面から利用者 ID、パスワードを入力して、パスワード変更リンクを押下しま

す。 
  

 
 
  

  6/11 

 現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）を入力して、パスワ

ード変更ボタンを押下します。パスワードを変更する旨の確認メッセージが表示されるの

で「OK」を押下します。 
新しいパスワードは英数字混在かつ８文字以上を入力する必要があります。 

   

   
   
 検索画面を表示します。「3.1 車両継続検査実施可否検索」の手順で検索を実施します。 
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  5/11 

 パパススワワーードド変変更更画画面面  

2.1. パパススワワーードド変変更更  

 ログイン画面から利用者 ID、パスワードを入力して、パスワード変更リンクを押下しま

す。 
  

 
 
  

  6/11 

 現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）を入力して、パスワ

ード変更ボタンを押下します。パスワードを変更する旨の確認メッセージが表示されるの

で「OK」を押下します。 
新しいパスワードは英数字混在かつ８文字以上を入力する必要があります。 

   

   
   
 検索画面を表示します。「3.1 車両継続検査実施可否検索」の手順で検索を実施します。 
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  7/11 

 検検索索画画面面  

3.1. 車車両両継継続続検検査査実実施施可可否否検検索索  

 登録番号、車台番号の下 4 桁を入力して、検索ボタンを押下します。同時に最大 10 台の

検索が可能です。 
   
 ※検索ボタン押下前の画面イメージ 

 
   
   
  

  8/11 

 検索条件に合致する自動車が車検可の場合は結果項目に「〇」が表示されます。一方、車

検不可の場合、「×」が表示されます。入力した登録番号、車台番号に合致する自動車が見

つからない場合等は「―」を表示します。なお、車台番号の入力を連続して 5 回誤った場

合、その登録番号については一定時間「★」が表示されます(*1)。 
   
 ※検索ボタン押下後の画面イメージ 
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  9/11 

3.2. ククリリアア  

 検索画面には「結果のみクリア」ボタン、「クリア」ボタンがあります。 
 「結果のみクリア」ボタンを押下した場合は、結果のみをクリアします。 
   
 ※結果のみクリアボタン押下後の画面イメージ 

 
   
 
 
 
  

  10/11 

 「クリア」ボタンを押下した場合は、登録番号、車台番号、結果すべてをクリアします。 
   
 ※クリアボタン押下後の画面イメージ 
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 「クリア」ボタンを押下した場合は、登録番号、車台番号、結果すべてをクリアします。 
   
 ※クリアボタン押下後の画面イメージ 
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  11/11 

3.3. 336655 日日間間パパススワワーードドがが変変更更さされれなないい場場合合ののおお知知ららせせ  

 365 日間パスワードの変更がされない場合には、下図のようなパスワード変更を促すメッ

セージが表示されます。ログイン画面の「パスワード変更」よりパスワードの変更を実施し

てください。なお、当該メッセージ表示された場合でも各機能は通常どおり利用することが

できます。 
  

 
 
 

 
自動車税種別割納税証明書の有効期間の取り扱いについて 

 
○納税証明書の変更点 
納税証明書の「本書の有効期限」の下に使用期限として『この証明書は、左の領収日が▲▲ ○年○月○日までの

ものに限り使用できます』という文章が追加されています。 

 
○領収日の日付けが「使用期限」を過ぎている場合 
有効な納税証明書として使用することが出来ない（納税確認が出来ない）ため、県税事務所にて

納税の確認を受け有効な納税証明書を発行してもらう必要があります。 
 
 
※他都道府県の納税証明書についても同様に「使用期限」が記載されているものがあるため、申

請の際は領収日付印について必ずご確認ください。 
 
※二輪車（バイク）の納税証明書については従前通り原本提示が必要となります。 

 

使 用 期 限 を 追 加 

領収日付印の日付けが「使用期限」

の範囲内であるか確認。 
範囲外の場合は使用不可 
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13,納税証明書の有効期間の取り扱いについて
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14,窓口からのOCR記入時、検査受験時のお願い
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振 興 会・ 商 工 組 合 関 係





－
1－

 

令令
和和

６６
年年
９９
月月

  

第第
５５
７７
回回

「「
整整
備備
需需

要要
等等
のの

動動
向向
調調
査査

」」
集集
計計

結結
果果
にに
つつ

いい
てて
  

一一
般般
社社
団団

法法
人人
  

日日
本本
自自

動動
車車
整整

備備
振振
興興

会会
連連
合合
会会

  

ⅠⅠ
．．

調調
査査

目目
的的

本
調

査
は

、
自

動
車

整
備

事
業

場
に
お
け
る
整
備
需
要
等
の
動
向
に
つ
い
て
、
直
近
の
６
か
月

間
に

お
け

る
業

績
お

よ
び

向
こ

う
６

か
月

間
の

業
績

 

予
想

を
把

握
す

る
こ

と
に

よ
り

、
自

動
車
整
備
業
界
の
発
展
に
資
す
る
た
め
に
、
半
年
毎
に
実
施

し
て

い
る

も
の

で
あ

る
。

 

Ⅱ Ⅱ
．．

調調
査査

時時
期期
おお

よよ
びび
調調

査査
地地

区区

・
 
調
査

時
期

 
 
：

 
令

和
６

年
７
月
 

・
 
調
査

地
区

 
 
：

 
全

国
 

Ⅲ Ⅲ
．．

調調
査査

対対
象象
おお

よよ
びび
回回

収収
数数

・
 
調
査

対
象

 
 
 
：

 
専

業
の

認
証
 
 

回
収
数
 
2
3
2
 
（
2
1
.
8
％
）

※
兼

業
認

証
 
4
3
事

業
場

を
含

む

：
 
専

業
の

指
定
 
 

回
収
数
 
5
0
2
 
（
4
7
.
2
％
）

※
兼

業
指

定
1
0
8
事

業
場

を
含

む

：
 
デ

ィ
ー

ラ
ー
の
指
定

回
収
数
 
3
3
0
 

（
3
1
.
0
％
）
 

・
 
総
回

収
数

 
 
：

1
,
0
6
4
 
 
（
1
0
0
 
％
）
 

別
紙

２
1,第57回「整備需要等の動向調査」集計結果について
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－
2－

 

ⅣⅣ
．．

集集
計計

結結
果果
のの

概概
要要

  
 １１
．．

令令
和和

６６
年年
１１

月月
～～
６６

月月
期期

のの
実実

績績
  

（
１

）
総

整
備

売
上

高
 

今
期

（
令

和
６

年
１

月
～

６
月

）
の

総
整

備
売

上
高

Ｄ
Ｉ

は
プ

ラ
ス

4
.
3
で

プ
ラ

ス
圏

を
維

持
し

た
が

、
前

期
（

令
和

５
年

７
月

～
1
2
月

、
 

プ
ラ

ス
1
3
.
5
）

よ
り

9
.2

ポ
イ

ン
ト
低
下
し
て
２
年
（
４
半
期
）
ぶ
り
に
悪
化
し
た
｡
 

 
業

態
別

で
は

、
専

業
認

証
が

0
.
3
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
て
マ
イ
ナ
ス

1
7
.
6
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が

2
.
9
ポ

イ
ン

ト
低

下
し

て
プ

ラ
ス

3
8
.
5
と

わ
ず

か
に

 

悪
化

、
専

業
指

定
は

1
6
.
3
ポ

イ
ン
ト
の
大
幅
な
低
下
と
な
り
再
び
マ
イ
ナ
ス
圏
（
マ
イ
ナ
ス

8
.
0
）

に
転

落
し

た
。

 

（
２

）
総

入
庫

台
数

 

今
期

の
総

入
庫

台
数

Ｄ
Ｉ

は
マ
イ
ナ
ス

9
.
2
で
、
前
期
（
マ
イ
ナ
ス

3
.
6
）
よ
り

5
.
6
ポ
イ

ン
ト

低
下

し
て

２
年

ぶ
り

に
悪

化
し

た
。

 

業
態

別
で

は
、

専
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認
証

が
8
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9
ポ

イ
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ト
上

昇
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イ
ナ
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1
4
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7
、

デ
ィ

ー
ラ
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は

0
.
1
ポ

イ
ン

ト
上

昇
し

て
プ

ラ
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3
.
1
と

い
ず

れ
も

 

改
善

が
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れ

る
が

、
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業
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1
6
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ポ
イ
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イ

ナ
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1
4
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落
し
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。

 

（
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＋
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や
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と
回
答
し
た
事
業
者
の
割
合
 ―

（
「
減
っ
た
」
＋
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と
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合
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．．

令令
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年年
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～～

1122
月月
期期
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予予

想想
  

（
１

）
総

整
備

売
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来
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（
令
和
６
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７
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Ｄ
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イ
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イ
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業
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イ
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ポ
イ
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よ
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イ
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業
態
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ポ
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デ
ィ
ー
ラ
ー
は

1
.
6
ポ

イ
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改
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定

は
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ポ

イ
ン

ト
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下
し

て
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イ
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に

悪
化

す
る
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（
注
）
Ｄ
Ｉ
＝
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増
え
る
」
＋
「
や
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え
る
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と
回
答
し
た
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の
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＋
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体体
のの
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感感
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回
調
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Ｉ
は
マ
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（
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イ
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ⅤⅤ
．．

調調
査査

結結
果果

のの
推推

移移
  （（

第第
5533

回回
～～

第第
5577

回回
調調

査査
結結

果果
））

単
位

 ：
 ％

業
態

調
査
項
目

調
査
時
期

4年
7月

5年
1月

5年
7月

6年
1月

6年
7月

4年
7月

5年
1月

5年
7月

6年
1月

6年
7月

4年
7月

5年
1月

5年
7月

6年
1月

6年
7月

4年
7月

5年
1月

5年
7月

6年
1月

6年
7月

１
．
直
近
６
か
月
間
の
実
績

（
前
年
同
期
比
）

（
１
）
総
整
備
売
上
高

①
プ
ラ
ス
成
長

19
.5

22
.5

22
.9

23
.1

21
.6

23
.3

32
.4

38
.0

35
.8

29
.3

31
.0

44
.4

52
.3

59
.6

57
.0

24
.8

33
.5

39
.1

40
.9

36
.2

②
マ
イ
ナ
ス
成
長

49
.6

43
.9

37
.7

40
.4

39
.2

41
.3

36
.8

28
.8

27
.5

37
.3

45
.8

29
.6

22
.6

18
.2

18
.5

44
.9

36
.5

28
.9

27
.4

31
.9

③
変
わ
ら
な
い

30
.9

33
.6

39
.4

36
.0

38
.8

34
.6

30
.5

33
.2

35
.9

33
.2

22
.5

25
.4

24
.8

21
.9

24
.2

29
.8

29
.7

31
.9

31
.1

31
.6

④
無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
5

0.
4

0.
8

0.
3

0.
0

0.
8

0.
2

0.
7

0.
6

0.
3

0.
3

0.
3

0.
5

0.
3

0.
1

0.
6

0.
3

（
２
）
総
入
庫
台
数

①
プ
ラ
ス
成
長

17
.1

21
.4

22
.0

20
.2

24
.1

21
.3

30
.3

33
.5

32
.7

24
.5

21
.9

29
.6

34
.9

37
.4

37
.3

20
.4

27
.6

31
.2

31
.4

28
.4

②
マ
イ
ナ
ス
成
長

53
.3

46
.1

39
.4

43
.8

38
.8

41
.8

36
.8

32
.0

30
.6

39
.2

53
.6

45
.7

37
.3

34
.4

34
.2

48
.5

42
.3

35
.6

35
.0

37
.6

③
変
わ
ら
な
い

28
.8

31
.8

38
.6

34
.6

36
.2

35
.1

32
.4

34
.3

35
.9

35
.7

23
.5

24
.1

27
.5

27
.5

27
.6

29
.8

29
.5

33
.0

32
.7

33
.2

④
無
回
答

0.
8

0.
7

0.
0

1.
4

0.
9

1.
8

0.
5

0.
2

0.
8

0.
6

1.
0

0.
6

0.
3

0.
7

0.
9

1.
3

0.
6

0.
2

0.
9

0.
8

２
．
今
後
６
か
月
間
の
業
績
予
想

（
前
年
同
期
比
）

（
１
）
総
整
備
売
上
高

①
プ
ラ
ス
成
長

15
.0

13
.7

15
.3

16
.3

14
.7

17
.0

21
.8

24
.6

21
.8

22
.7

26
.5

30
.9

36
.7

36
.1

40
.9

19
.5

22
.4

26
.4

25
.4

26
.6

②
マ
イ
ナ
ス
成
長

50
.8

46
.5

40
.7

46
.2

39
.7

42
.0

33
.2

32
.0

33
.5

37
.6

47
.4

34
.4

29
.4

28
.1

25
.5

46
.0

37
.3

33
.2

34
.6

34
.3

③
変
わ
ら
な
い

34
.2

39
.8

44
.0

37
.5

45
.2

39
.7

44
.5

42
.9

44
.2

39
.5

26
.1

34
.4

33
.3

35
.8

33
.3

34
.0

40
.0

40
.0

39
.8

38
.8

④
無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
4

1.
3

0.
5

0.
5

0.
5

0.
2

0.
0

0.
3

0.
6

0.
0

0.
3

0.
5

0.
3

0.
4

0.
2

0.
3

（
２
）
総
入
庫
台
数

①
プ
ラ
ス
成
長

14
.6

12
.2

14
.0

15
.9

15
.9

16
.3

21
.0

23
.6

19
.2

20
.3

21
.9

25
.7

29
.1

26
.8

29
.7

17
.6

20
.0

23
.1

21
.0

22
.3

②
マ
イ
ナ
ス
成
長

52
.4

46
.9

41
.9

47
.1

39
.2

41
.8

30
.6

32
.8

35
.3

38
.6

48
.0

41
.8

36
.1

34
.8

36
.1

46
.5

38
.7

36
.1

37
.9

38
.0

③
変
わ
ら
な
い

31
.8

39
.8

44
.1

36
.5

44
.0

39
.9

47
.4

42
.9

45
.0

40
.1

30
.1

31
.9

34
.2

37
.4

33
.6

34
.7

40
.4

40
.3

40
.4

38
.9

④
無
回
答

1.
2

1.
1

0.
0

0.
5

0.
9

2.
0

1.
0

0.
7

0.
5

1.
0

0.
0

0.
6

0.
6

1.
0

0.
6

1.
2

0.
9

0.
5

0.
7

0.
8

３
．
整
備
業
界
全
体
の
現
在
の
景
況
感

①
か
な
り
良
い

0.
4

0.
0

0.
0

1.
0

0.
9

0.
5

0.
3

0.
5

0.
5

0.
4

0.
3

0.
6

0.
6

0.
0

0.
0

0.
4

0.
3

0.
4

0.
4

0.
4

②
や
や
良
い

5.
7

6.
3

11
.0

8.
7

12
.5

5.
3

6.
5

9.
2

9.
1

11
.0

8.
2

9.
6

11
.9

13
.6

15
.2

6.
3

7.
4

10
.6

10
.5

12
.6

③
ど
ち
ら
で
も
な
い

22
.4

22
.1

29
.3

30
.7

30
.5

31
.3

30
.0

38
.2

37
.9

35
.8

30
.0

35
.5

46
.2

45
.0

44
.2

28
.7

29
.6

38
.7

38
.7

37
.3

④
や
や
悪
い

52
.4

50
.6

47
.9

44
.2

42
.7

50
.8

50
.8

43
.2

41
.8

42
.8

44
.8

44
.4

35
.8

34
.4

34
.2

49
.3

48
.7

41
.8

39
.9

40
.1

⑤
か
な
り
悪
い

17
.9

19
.9

11
.0

14
.9

13
.4

10
.8

11
.9

8.
4

9.
9

9.
4

16
.7

9.
3

5.
2

6.
3

6.
4

14
.5

13
.3

8.
0

9.
8

9.
3

⑥
無
回
答

1.
2

1.
1

0.
8

0.
5

0.
0

1.
3

0.
5

0.
5

0.
8

0.
6

0.
0

0.
6

0.
3

0.
7

0.
0

0.
8

0.
7

0.
5

0.
7

0.
3

専
業

の
認

証
専

業
の

指
定

デ
ィ

ー
ラ

ー
の

指
定

合
計
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単
位

 ：
 ％

業
態

調
査
項
目

調
査
時
期

4年
7月

5年
1月

5年
7月

6年
1月

6年
7月

4年
7月

5年
1月

5年
7月

6年
1月

6年
7月

4年
7月

5年
1月

5年
7月

6年
1月

6年
7月

4年
7月

5年
1月

5年
7月

6年
1月

6年
7月

①
不
足

18
.3

20
.7

16
.5

20
.2

20
.7

24
.3

26
.9

33
.5

33
.5

30
.9

45
.4

54
.3

49
.8

56
.3

49
.7

29
.5

34
.0

34
.9

38
.1

34
.5

②
や
や
不
足

24
.4

24
.7

24
.6

29
.3

22
.0

37
.3

38
.6

31
.3

33
.5

35
.1

35
.0

29
.6

36
.4

31
.5

39
.1

33
.2

31
.8

31
.4

31
.8

33
.5

③
適
当

53
.3

51
.0

57
.2

47
.1

55
.5

36
.4

31
.7

33
.0

31
.2

31
.4

17
.3

13
.2

12
.9

10
.2

10
.3

34
.7

31
.1

32
.1

27
.9

30
.1

④
や
や
過
剰

2.
4

1.
8

1.
3

2.
4

0.
9

1.
5

1.
8

2.
0

1.
3

1.
6

2.
0

1.
6

0.
3

2.
0

0.
6

1.
9

1.
8

1.
2

1.
8

1.
1

⑤
過
剰

1.
2

0.
7

0.
0

0.
5

0.
0

0.
5

0.
5

0.
2

0.
0

0.
6

0.
3

1.
0

0.
6

0.
0

0.
3

0.
6

0.
7

0.
3

0.
1

0.
4

⑥
無
記
入

0.
4

1.
1

0.
4

0.
5

0.
9

0.
0

0.
5

0.
0

0.
5

0.
4

0.
0

0.
3

0.
0

0.
0

0.
0

0.
1

0.
6

0.
1

0.
3

0.
4

①
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
人
申
込

14
.6

14
.0

10
.6

13
.5

13
.4

45
.0

45
.6

50
.9

48
.8

48
.2

56
.9

58
.5

60
.2

61
.9

60
.9

41
.0

40
.9

44
.2

45
.0

44
.5

②
民
間
求
人
サ
ー
ビ
ス
に
掲
載

4.
5

5.
9

3.
4

3.
8

2.
2

16
.8

18
.4

22
.1

17
.9

18
.1

37
.6

36
.0

38
.2

42
.7

44
.8

20
.3

20
.6

23
.0

23
.0

22
.9

③
自
社
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
掲
載

4.
5

2.
6

3.
4

3.
4

3.
9

8.
0

10
.9

10
.2

16
.1

15
.7

44
.4

46
.6

38
.2

60
.6

53
.6

18
.8

20
.0

18
.0

28
.2

24
.9

④
何
も
し
て
い
な
い

76
.8

78
.6

82
.6

80
.8

79
.3

46
.0

45
.6

39
.7

39
.7

42
.0

12
.4

13
.2

8.
3

7.
0

5.
2

43
.2

44
.4

39
.5

38
.2

38
.7

⑤
そ
の
他

3.
3

2.
6

3.
4

1.
4

4.
3

4.
8

5.
4

5.
5

3.
4

4.
2

8.
5

9.
6

11
.9

11
.9

14
.5

5.
6

6.
0

7.
1

5.
8

7.
4

⑥
無
記
入

3.
3

2.
6

1.
7

0.
5

1.
7

1.
0

1.
8

1.
0

1.
8

0.
8

1.
6

2.
9

5.
5

1.
3

2.
7

1.
8

2.
4

2.
7

1.
3

1.
6

５
．
整
備
士
の
求
人
募
集
の
実
績

   
  （

複
数
回
答
）

専
業

の
認

証
専

業
の

指
定

デ
ィ

ー
ラ

ー
の

指
定

合
計

４
．
整
備
士
（
労
働
力
）
の
過
不
足
感

-
 5

 -
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業
態

調
査

時
期

令
和
4年

7月
令

和
5年

1月
令

和
5年

7月
令

和
6年

1月
令

和
6年

7月
業

態
調

査
時

期
令

和
4年

7月
令

和
5年

1月
令

和
5年

7月
令

和
6年

1月
令

和
6年

7月

プ
ラ

ス
成

長
19
.5
%

22
.5
%

22
.9
%

23
.1
%

21
.6
%

プ
ラ

ス
成

長
15
.0
%

13
.7
%

15
.3
%

16
.3
%

14
.7
%

マ
イ

ナ
ス

成
長

49
.6
%

43
.9
%

37
.7
%

40
.4
%

39
.2
%

マ
イ

ナ
ス

成
長

50
.8
%

46
.5
%

40
.7
%

46
.2
%

39
.7
%

プ
ラ

ス
成

長
17
.1
%

21
.4
%

22
.0
%

20
.2
%

24
.1
%

プ
ラ

ス
成

長
14
.6
%

12
.2
%

14
.0
%

15
.9
%

15
.9
%

マ
イ

ナ
ス

成
長

53
.3
%

46
.1
%

39
.4
%

43
.8
%

38
.8
%

マ
イ

ナ
ス

成
長

52
.4
%

46
.9
%

41
.9
%

47
.1
%

39
.2
%

プ
ラ

ス
成

長
23
.3
%

32
.4
%

38
.0
%

35
.8
%

29
.3
%

プ
ラ

ス
成

長
17
.0
%

21
.8
%

24
.6
%

21
.8
%

22
.7
%

マ
イ

ナ
ス

成
長

41
.3
%

36
.8
%

28
.8
%

27
.5
%

37
.3
%

マ
イ

ナ
ス

成
長

42
.0
%

33
.2
%

32
.0
%

33
.5
%

37
.6
%

プ
ラ

ス
成

長
21
.3
%

30
.3
%

33
.5
%

32
.7
%

24
.5
%

プ
ラ

ス
成

長
16
.3
%

21
.0
%

23
.6
%

19
.2
%

20
.3
%

マ
イ

ナ
ス

成
長

41
.8
%

36
.8
%

32
.0
%

30
.6
%

39
.2
%

マ
イ

ナ
ス

成
長

41
.8
%

30
.6
%

32
.8
%

35
.3
%

38
.6
%

プ
ラ

ス
成

長
31
.0
%

44
.4
%

52
.3
%

59
.6
%

57
.0
%

プ
ラ

ス
成

長
26
.5
%

30
.9
%

36
.7
%

36
.1
%

40
.9
%

マ
イ

ナ
ス

成
長

45
.8
%

29
.6
%

22
.6
%

18
.2
%

18
.5
%

マ
イ

ナ
ス

成
長

47
.4
%

34
.4
%

29
.4
%

28
.1
%

25
.5
%

プ
ラ

ス
成

長
21
.9
%

29
.6
%

34
.9
%

37
.4
%

37
.3
%

プ
ラ

ス
成

長
21
.9
%

25
.7
%

29
.1
%

26
.8
%

29
.7
%

マ
イ

ナ
ス

成
長

53
.6
%

45
.7
%

37
.3
%

34
.4
%

34
.2
%

マ
イ

ナ
ス

成
長

48
.0
%

41
.8
%

36
.1
%

34
.8
%

36
.1
%

専 業 の

認 証

総
整

備
売

上
高

総
入

庫
台

数

専 業 の

認 証

総
整

備
売

上
高

総
入

庫
台

数

専 業 の

指 定

総
整

備
売

上
高

総
入

庫
台

数

デ ィ ー ラ ー

の 指 定

総
整

備
売

上
高

総
入

庫
台

数

直直
近近

６６
かか

月月
間間

のの
実実

績績
（（

前前
年年

同同
期期

比比
））

（
プ

ラ
ス

成
長

又
は

マ
イ

ナ
ス

成
長

と
回

答
し

た
者

の
割

合
）

今今
後後

６６
かか

月月
間間

のの
業業

績績
予予

想想
（（

前前
年年

同同
期期

比比
））

（
プ

ラ
ス

成
長

又
は

マ
イ

ナ
ス

成
長

と
回

答
し

た
者

の
割

合
）

専 業 の

指 定

デ ィ ー ラ ー

の 指 定

総
整

備
売

上
高

総
入

庫
台

数

総
整

備
売

上
高

総
入

庫
台

数

80
%

70
%

60
%

50
%

40
%

30
%

20
%

10
%0%

10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

令
和

4
年

7
月

令
和

5
年

1
月

令
和

5
年

7
月

令
和

6
年

1
月

令
和

6
年

7
月

専
業

の

認
証

専
業

の

指
定

デ
ィ

ー
ラ

ー

の
指

定

専
業

の

認
証

専
業

の

指
定

デ
ィ

ー
ラ

ー

の
指

定

60
%

50
%

40
%

30
%

20
%

10
%0%

10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

令
和

4
年

7
月

令
和

5
年

1
月

令
和

5
年

7
月

令
和

6
年

1
月

令
和

6
年

7
月

専
業

の

認
証

専
業

の

指
定

デ
ィ

ー
ラ

ー

の
指

定

専
業

の

認
証

専
業

の

指
定

デ
ィ

ー
ラ

ー

の
指

定

マ イ ナ ス 成 長総
整

備
売

上
高

総
入

庫
台

数

プ ラ ス 成 長

総
整

備
売

上
高

総
入

庫
台

数

マ イ ナ ス 成 長プ ラ ス 成 長
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整整
備備

業業
界界

全全
体体

のの
現現

在在
のの

景景
況況

感感

業
態

調
査
時
期

令
和
4年

7月
令
和
5年

1月
令
和
5年

7月
令
和
6年

1月
令
和
6年

7月
か
な
り
良
い

0.
4%

0.
0%

0.
0%

1.
0%

0.
9%

や
や
良
い

5.
7%

6.
3%

11
.0
%

8.
7%

12
.5
%

ど
ち
ら
で
も
な
い

22
.4
%

22
.1
%

29
.3
%

30
.7
%

30
.5
%

や
や
悪
い

52
.4
%

50
.6
%

47
.9
%

44
.2
%

42
.7
%

か
な
り
悪
い

17
.9
%

19
.9
%

11
.0
%

14
.9
%

13
.4
%

不
明

1.
2%

1.
1%

0.
8%

0.
5%

0.
0%

か
な
り
良
い

0.
5%

0.
3%

0.
5%

0.
5%

0.
4%

や
や
良
い

5.
3%

6.
5%

9.
2%

9.
1%

11
.0
%

ど
ち
ら
で
も
な
い

31
.3
%

30
.0
%

38
.2
%

37
.9
%

35
.8
%

や
や
悪
い

50
.8
%

50
.8
%

43
.2
%

41
.8
%

42
.8
%

か
な
り
悪
い

10
.8
%

11
.9
%

8.
4%

9.
9%

9.
4%

不
明

1.
3%

0.
5%

0.
5%

0.
8%

0.
6%

か
な
り
良
い

0.
3%

0.
6%

0.
6%

0.
0%

0.
0%

や
や
良
い

8.
2%

9.
6%

11
.9
%

13
.6
%

15
.2
%

ど
ち
ら
で
も
な
い

30
.0
%

35
.5
%

46
.2
%

45
.0
%

44
.2
%

や
や
悪
い

44
.8
%

44
.4
%

35
.8
%

34
.4
%

34
.2
%

か
な
り
悪
い

16
.7
%

9.
3%

5.
2%

6.
3%

6.
4%

不
明

0.
0%

0.
6%

0.
3%

0.
7%

0.
0%

専 業 の

認 証

専 業 の

指 定

デ ィ ー ラ ー

の 指 定

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

令
和

4
年

7
月

令
和

5
年

1
月

令
和

5
年

7
月

令
和

6
年

1
月

令
和

6
年

7
月

専
業

の
認

証
不

明

か
な

り
悪

い

や
や

悪
い

ど
ち

ら
で

も
な

い

や
や

良
い

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

令
和

4
年

7
月

令
和

5
年

1
月

令
和

5
年

7
月

令
和

6
年

1
月

令
和

6
年

7
月

専
業

の
指

定

か
な

り
悪

や
や

悪
い

ど
ち

ら
で

も
な

い

や
や

良
い

か
な

り
良

い不
明

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

令
和

4
年

7
月

令
和

5
年

1
月

令
和

5
年

7
月

令
和

6
年

1
月

令
和

6
年

7
月

デ
ィ

ー
ラ

ー
の

指
定

か
な

り
悪

い

や
や

悪
い

ど
ち

ら
で

も
な

い

や
や

良
い

か
な

り
良

い

不
明

か
な

り
良

い
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ＤＤ
ＩＩのの

推推
移移

１１
．．

直直
近近

６６
かか

月月
間間

のの
実実

績績

R
1
.7

R
2
.1

R
2
.7

R
3
.1

R
3
.7

R
4
.1

R
4
.7

R
5
.1

R
5
.7

R
6
.1

R
6
.7

4
7
回

4
8
回

4
9
回

5
0
回

5
1
回

5
2
回

5
3
回

5
4
回

5
5
回

5
6
回

5
7
回

今
回

－
前

回

プ
ラ

ス
1
7
.3

%
 

1
4
.0

%
 

9
.3

%
 

1
1
.8

%
 

2
5
.6

%
 

1
9
.9

%
 

1
9
.5

%
 

2
2
.5

%
 

2
2
.9

%
 

2
3
.1

%
 

21
.6

%
 

マ
イ

ナ
ス

4
4
.0

%
 

4
8
.1

%
 

6
7
.3

%
 

6
6
.9

%
 

4
6
.4

%
 

5
1
.6

%
 

4
9
.6

%
 

4
3
.9

%
 

3
7
.7

%
 

4
0
.4

%
 

3
9
.2

%
 

D
I

-
2
6
.7

 
-
3
4
.1

 
-
5
8
.0

 
-
5
5
.1

 
-
2
0
.8

 
-
3
1
.7

 
-
3
0
.1

 
-
2
1
.4

 
-
1
4
.8

 
-
1
7
.3

 
-1

7
.6

 
-
0
.3

 

プ
ラ

ス
2
9
.1

%
 

2
4
.1

%
 

1
1
.1

%
 

1
8
.0

%
 

3
1
.3

%
 

2
8
.8

%
 

2
3
.3

%
 

3
2
.4

%
 

3
8
.0

%
 

3
5
.8

%
 

2
9
.3

%
 

マ
イ

ナ
ス

3
2
.2

%
 

3
9
.6

%
 

6
5
.7

%
 

5
4
.4

%
 

3
5
.0

%
 

3
6
.4

%
 

4
1
.3

%
 

3
6
.8

%
 

2
8
.8

%
 

2
7
.5

%
 

3
7
.3

%
 

D
I

-
3
.1

 
-
1
5
.5

 
-
5
4
.6

 
-
3
6
.4

 
-
3
.7

 
-
7
.6

 
-
1
8
.0

 
-
4
.4

 
+
9
.2

 
+
8
.3

 
-
8
.0

 
-
16

.3
 

プ
ラ

ス
4
4
.5

%
 

3
6
.5

%
 

1
0
.3

%
 

2
6
.9

%
 

5
0
.8

%
 

3
6
.2

%
 

3
1
.0

%
 

4
4
.4

%
 

5
2
.3

%
 

5
9
.6

%
 

5
7
.0

%
 

マ
イ

ナ
ス

3
2
.3

%
 

4
4
.4

%
 

7
5
.9

%
 

5
3
.4

%
 

2
3
.0

%
 

4
2
.3

%
 

4
5
.8

%
 

2
9
.6

%
 

2
2
.6

%
 

1
8
.2

%
 

1
8
.5

%
 

D
I

+
1
2
.2

 
-
7
.9

 
-
6
5
.6

 
-
2
6
.5

 
+
2
7
.8

 
-
6
.1

 
-
1
4
.8

 
+
1
4
.8

 
+
2
9
.7

 
+
4
1
.4

 
+
3
8.

5
 

-
2
.9

 

プ
ラ

ス
3
1
.2

%
 

2
5
.3

%
 

1
0
.4

%
 

1
9
.4

%
 

3
6
.2

%
 

2
8
.9

%
 

2
4
.8

%
 

3
3
.5

%
 

3
9
.1

%
 

4
0
.9

%
 

3
6
.2

%
 

マ
イ

ナ
ス

3
5
.2

%
 

4
3
.4

%
 

6
9
.4

%
 

5
7
.3

%
 

3
4
.0

%
 

4
2
.4

%
 

4
4
.9

%
 

3
6
.5

%
 

2
8
.9

%
 

2
7
.4

%
 

3
1
.9

%
 

D
I

-
4
.0

 
-
1
8
.1

 
-
5
9
.0

 
-
3
7
.9

 
+
2
.2

 
-
1
3
.5

 
-
2
0
.1

 
-
3
.0

 
+
1
0
.2

 
+
1
3
.5

 
+
4
.3

 
-
9
.2

 

プ
ラ

ス
1
4
.5

%
 

1
4
.7

%
 

8
.6

%
 

1
1
.8

%
 

2
2
.4

%
 

1
9
.1

%
 

1
7
.1

%
 

2
1
.4

%
 

2
2
.0

%
 

2
0
.2

%
 

24
.1

%
 

マ
イ

ナ
ス

4
5
.6

%
 

5
0
.0

%
 

6
7
.3

%
 

6
5
.7

%
 

4
7
.6

%
 

5
3
.7

%
 

5
3
.3

%
 

4
6
.1

%
 

3
9
.4

%
 

4
3
.8

%
 

3
8
.8

%
 

D
I

-
3
1
.1

 
-
3
5
.3

 
-
5
8
.7

 
-
5
3
.9

 
-
2
5
.2

 
-
3
4
.6

 
-
3
6
.2

 
-
2
4
.7

 
-
1
7
.4

 
-
2
3
.6

 
-1

4
.7

 
+
8
.9

 

プ
ラ

ス
2
8
.9

%
 

2
3
.9

%
 

1
0
.1

%
 

1
6
.1

%
 

2
9
.9

%
 

2
9
.1

%
 

2
1
.3

%
 

3
0
.3

%
 

3
3
.5

%
 

3
2
.7

%
 

2
4
.5

%
 

マ
イ

ナ
ス

3
1
.9

%
 

4
0
.3

%
 

6
4
.2

%
 

5
4
.2

%
 

3
3
.0

%
 

3
6
.4

%
 

4
1
.8

%
 

3
6
.8

%
 

3
2
.0

%
 

3
0
.6

%
 

3
9
.2

%
 

D
I

-
3
.0

 
-
1
6
.4

 
-
5
4
.1

 
-
3
8
.1

 
-
3
.1

 
-
7
.3

 
-
2
0
.5

 
-
6
.5

 
+
1
.5

 
+
2
.1

 
-
1
4
.7

 
-1

6
.8

 

プ
ラ

ス
3
5
.4

%
 

3
0
.6

%
 

8
.2

%
 

1
9
.1

%
 

4
2
.6

%
 

2
9
.3

%
 

2
1
.9

%
 

2
9
.6

%
 

3
4
.9

%
 

3
7
.4

%
 

37
.3

%
 

マ
イ

ナ
ス

4
2
.9

%
 

5
1
.0

%
 

7
5
.2

%
 

5
8
.8

%
 

2
9
.7

%
 

4
8
.9

%
 

5
3
.6

%
 

4
5
.7

%
 

3
7
.3

%
 

3
4
.4

%
 

3
4
.2

%
 

D
I

-
7
.5

 
-
2
0
.4

 
-
6
7
.0

 
-
3
9
.7

 
+
1
2
.9

 
-
1
9
.6

 
-
3
1
.7

 
-
1
6
.1

 
-
2
.4

 
+
3
.0

 
+
3
.1

 
+
0
.1

 

プ
ラ

ス
2
7
.3

%
 

2
3
.5

%
 

9
.1

%
 

1
6
.0

%
 

3
2
.1

%
 

2
6
.5

%
 

2
0
.4

%
 

2
7
.6

%
 

3
1
.2

%
 

3
1
.4

%
 

28
.4

%
 

マ
イ

ナ
ス

3
9
.1

%
 

4
6
.3

%
 

6
8
.6

%
 

5
8
.7

%
 

3
5
.6

%
 

4
5
.0

%
 

4
8
.5

%
 

4
2
.3

%
 

3
5
.6

%
 

3
5
.0

%
 

3
7
.6

%
 

D
I

-
1
1
.8

 
-
2
2
.8

 
-
5
9
.5

 
-
4
2
.7

 
-
3
.5

 
-
1
8
.5

 
-
2
8
.1

 
-
1
4
.7

 
-
4
.4

 
-
3
.6

 
-
9
.2

 
-
5
.6

 

専
業

の
指

定
総 整 備 売 上 高

デ
ィ

ー
ラ

ー

総 入 庫 台 数

専
業

の
認

証

合
計

合
計

専
業

の
認

証

デ
ィ

ー
ラ

ー

専
業

の
指

定
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２２
．．

今今
後後

６６
かか

月月
間間

のの
業業

績績
予予

想想

R
1
.7

R
2
.1

R
2
.7

R
3
.1

R
3
.7

R
4
.1

R
4
.7

R
5
.1

R
5
.7

R
6
.1

R
6
.7

4
7
回

4
8
回

4
9
回

5
0
回

5
1
回

5
2
回

5
3
回

5
4
回

5
5
回

5
6
回

5
7
回

今
回

－
前

回

プ
ラ

ス
1
4
.1

%
 

7
.4

%
 

7
.0

%
 

9
.0

%
 

1
4
.4

%
 

1
4
.2

%
 

1
5
.0

%
 

1
3
.7

%
 

1
5
.3

%
 

1
6
.3

%
 

1
4
.7

%
 

マ
イ

ナ
ス

5
1
.2

%
 

5
0
.0

%
 

6
7
.3

%
 

6
2
.4

%
 

4
8
.4

%
 

5
0
.0

%
 

5
0
.8

%
 

4
6
.5

%
 

4
0
.7

%
 

4
6
.2

%
 

3
9
.7

%
 

D
I

-
3
7
.1

 
-
4
2
.6

 
-
6
0
.3

 
-
5
3
.4

 
-
3
4
.0

 
-
3
5
.8

 
-
3
5
.8

 
-
3
2
.8

 
-
2
5
.4

 
-
2
9
.9

 
-2

5
.0

 
+
4
.9

 

プ
ラ

ス
1
6
.5

%
 

1
3
.4

%
 

6
.4

%
 

1
0
.9

%
 

1
8
.9

%
 

1
8
.3

%
 

1
7
.0

%
 

2
1
.8

%
 

2
4
.6

%
 

2
1
.8

%
 

22
.7

%
 

マ
イ

ナ
ス

3
9
.0

%
 

4
2
.5

%
 

6
7
.4

%
 

5
3
.6

%
 

4
0
.3

%
 

3
3
.2

%
 

4
2
.0

%
 

3
3
.2

%
 

3
2
.0

%
 

3
3
.5

%
 

3
7
.6

%
 

D
I

-
2
2
.5

 
-
2
9
.1

 
-
6
1
.0

 
-
4
2
.7

 
-
2
1
.4

 
-
1
4
.9

 
-
2
5
.0

 
-
1
1
.4

 
-
7
.4

 
-
1
1
.7

 
-
14

.9
 

-
3
.2

 

プ
ラ

ス
2
6
.0

%
 

1
4
.8

%
 

1
1
.9

%
 

2
5
.3

%
 

3
3
.4

%
 

2
2
.8

%
 

2
6
.5

%
 

3
0
.9

%
 

3
6
.7

%
 

3
6
.1

%
 

4
0
.9

%
 

マ
イ

ナ
ス

4
3
.6

%
 

5
4
.3

%
 

6
7
.7

%
 

4
8
.4

%
 

2
9
.3

%
 

4
0
.4

%
 

4
7
.4

%
 

3
4
.4

%
 

2
9
.4

%
 

2
8
.1

%
 

2
5
.5

%
 

D
I

-
1
7
.6

 
-
3
9
.5

 
-
5
5
.8

 
-
2
3
.1

 
+
4
.1

 
-
1
7
.6

 
-
2
0
.9

 
-
3
.5

 
+
7
.3

 
+
8
.0

 
+
1
5
.4

 
+
7
.4

 

プ
ラ

ス
1
9
.0

%
 

1
2
.2

%
 

8
.4

%
 

1
5
.3

%
 

2
2
.5

%
 

1
8
.7

%
 

1
9
.5

%
 

2
2
.4

%
 

2
6
.4

%
 

2
5
.4

%
 

26
.6

%
 

マ
イ

ナ
ス

4
3
.7

%
 

4
8
.2

%
 

6
7
.5

%
 

5
4
.2

%
 

3
8
.8

%
 

4
0
.0

%
 

4
6
.0

%
 

3
7
.3

%
 

3
3
.2

%
 

3
4
.6

%
 

3
4
.3

%
 

D
I

-
2
4
.7

 
-
3
6
.0

 
-
5
9
.1

 
-
3
8
.9

 
-
1
6
.3

 
-
2
1
.3

 
-
2
6
.5

 
-
1
4
.9

 
-
6
.8

 
-
9
.2

 
-
7
.7

 
+
1
.5

 

プ
ラ

ス
1
3
.3

%
 

8
.5

%
 

7
.0

%
 

6
.9

%
 

1
3
.6

%
 

1
3
.8

%
 

1
4
.6

%
 

1
2
.2

%
 

1
4
.0

%
 

1
5
.9

%
 

1
5
.9

%
 

マ
イ

ナ
ス

5
6
.5

%
 

5
1
.2

%
 

6
7
.7

%
 

6
3
.3

%
 

4
7
.6

%
 

5
0
.8

%
 

5
2
.4

%
 

4
6
.9

%
 

4
1
.9

%
 

4
7
.1

%
 

3
9
.2

%
 

D
I

-
4
3
.2

 
-
4
2
.7

 
-
6
0
.7

 
-
5
6
.4

 
-
3
4
.0

 
-
3
7
.0

 
-
3
7
.8

 
-
3
4
.7

 
-
2
7
.9

 
-
3
1
.2

 
-2

3
.3

 
+
7
.9

 

プ
ラ

ス
1
5
.7

%
 

1
3
.7

%
 

6
.7

%
 

1
0
.4

%
 

1
8
.7

%
 

1
8
.1

%
 

1
6
.3

%
 

2
1
.0

%
 

2
3
.6

%
 

1
9
.2

%
 

20
.3

%
 

マ
イ

ナ
ス

4
0
.5

%
 

4
3
.8

%
 

6
5
.2

%
 

5
3
.6

%
 

3
9
.1

%
 

3
3
.8

%
 

4
1
.8

%
 

3
0
.6

%
 

3
2
.8

%
 

3
5
.3

%
 

3
8
.6

%
 

D
I

-
2
4
.8

 
-
3
0
.1

 
-
5
8
.5

 
-
4
3
.2

 
-
2
0
.4

 
-
1
5
.7

 
-
2
5
.5

 
-
9
.6

 
-
9
.2

 
-
1
6
.1

 
-
1
8.

3
 

-
2
.2

 

プ
ラ

ス
2
3
.2

%
 

1
4
.5

%
 

1
1
.0

%
 

2
1
.9

%
 

3
2
.8

%
 

2
1
.5

%
 

2
1
.9

%
 

2
5
.7

%
 

2
9
.1

%
 

2
6
.8

%
 

2
9
.7

%
 

マ
イ

ナ
ス

4
8
.6

%
 

5
7
.2

%
 

6
9
.0

%
 

5
1
.6

%
 

3
5
.0

%
 

4
4
.3

%
 

4
8
.0

%
 

4
1
.8

%
 

3
6
.1

%
 

3
4
.8
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　令和６年１０月よりOBD検査の本格運用が開始されるに伴い、各指定整備指定整備記録簿の

検査欄に「OBD検査結果」の項目及び点検整備記録簿欄に「高圧ガス（燃料）廻り点検」の項

目が追加されますのでお知らせいたします。

　７月以降より順次切り替え販売をしてまいりますので、旧様式の購入は計画的にお願い致し

ます。

　定期点検記録簿欄の追加項目（体裁変更）は次のとおり

指定工場の皆様へ
OBD検査開始に伴い指定整備記録簿の様式が変更になります

指定工場の皆様へ
OBD検査開始に伴い指定整備記録簿の様式が変更になります

定期点検記録簿欄　事業用自動車等（別表３） 高圧ガスを燃料とする燃料装置等

ガスボンベ・ガスボンベ付属品の損傷

追加項目

令和６年１０月１日からは新様式の記録簿を使用して下さい

自動運行装置

追加項目

ＯＢＤ検査結果

追加項目

定常走行騒音

指示計の振れ

速度表示灯の誤差

※目視等による検査の「騒音防止
　装置」に含まれることとなりま
　した

削除項目

検査機器等による検査の欄

目視等による検査

高圧ガス（燃料）廻り点検

パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷

ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷

ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷

自家用貨物自動車等（別表５）

高圧ガス燃料廻り点検

パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷

ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷

ガス・ボンベ、ガス・ボンベ付属品の損傷

自家用乗用車等（別表６）

2,指定工場の皆様へ　OBD検査開始に伴い指定整備記録簿の様式が変更になります
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検査機器等による検査欄

変更部分

指定整備記録簿
特定整備記録簿
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⼀般社団法⼈ 宮城県⾃動⾞整備振興会／宮城県⾃動⾞整備商⼯組合 会員専⽤サイト

ようこそ【jaspa】さん

TOP / 振興会 / 「⾃動⾞整備標準作業点数表（ＦＡＩＮＥＳ）」における作業項⽬及び 作業点数の追加掲載のお知らせについて【ＯＢＤ検査等の対応】

「⾃動⾞整備標準作業点数表（ＦＡＩＮＥＳ）」における作業項⽬及び 作業点
数の追加掲載のお知らせについて【ＯＢＤ検査等の対応】

令和６年１０⽉１⽇からのＯＢＤ検査の本格運⽤に伴い、ＦＡＩＮＥＳに掲載している⾃動⾞整備標準作業点数表の⾞両（２０２３年版まで掲載のＯＢ
Ｄ検査対象⾞両）で令和６年１０⽉から令和７年３⽉までの間にＯＢＤ検査が開始される⾞両のＯＢＤ検査及びＯＢＤ確認の作業項⽬及び作業点数を追
加掲載しましたのでお知らせいたします。
なお、令和７年４⽉以降にＯＢＤ検査が開始される⾞両につきましては、２０２４年版の標準作業点数と併せて追加掲載いたします。
また、これまで２年点検及び１２か⽉点検の整備追加点数項⽬名を「スキャンツールを⽤いた点検」としていましたが、ＯＢＤ検査等の追加に伴い、
「ＯＢＤ点検（整備⽤スキャンツール使⽤）」に名称変更しましたことを申し添えます。

 

⾒本

« Prev

 関連記事

 2024年9⽉12⽇  振興会

 

事務局News8⽉号を発⾏しました
 2024年8⽉23⽇

 

事務局News7⽉号を発⾏しました
 2024年7⽉11⽇

 

本⽥技研⼯業株式会社におけるリコール改修作業協⼒事業場の募集調査に係るご協⼒のお願いについて
 2024年6⽉21⽇

 

事務局News6⽉号を発⾏しました
 2024年6⽉20⽇

最近の投稿

「⾃動⾞整備標準作業点数表（ＦＡＩＮＥＳ）」における作業項⽬及び 作業点数の追加掲載のお知らせについて【ＯＢＤ検査等の対応】

令和6年度第1回⾃動⾞検査員教習終了試問 問題・解答

事務局News8⽉号を発⾏しました

3,「自動車整備標準作業点数表（FAINES）」における作業項目及び 作業点数の追加掲載のお知らせについて【OBD検査等の対応】
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EETTCC セセッットトアアッッププ店店ににななるるとと、、車車載載器器販販売売かからら取取りり付付けけ、、セセッットトアアッッププ

ままででををワワンンスストトッッププでで実実施施ででききるるよよううににななりりまますす！！  

 
 
 
 
 
 

                 
 

■ 諸諸  費費  用用 金額（税別） 内  訳 

初初回回  

ののみみ 

保証金（非課税） 

27,000 円 

保証金（非課税）10,000 円 

**セセッットトアアッッププ店店廃廃止止時時ににはは返返金金致致ししまますす。。  

開業時セット 開業時セット 7,000 円 

初期設定費用 初期設定費用 10,000 円 

11 年年  

ごごとと  

貸与機器使用料 

24,000 円 
貸与機器使用料 22,000 円 

Web セキュリティ管理費 Web セキュリティ管理費 2,000 円 

11 月月  

ごごとと  
ETC 識別情報発行基本料金 

ETC：300 円 、ETC2.0：600 円  

*どちらかいずれかの請求となります。未実施の月は請求いたしません。 

 

■ 識識別別情情報報発発行行料料（（税税別別）） 

セット 

アップ 

１件ごと 

ETC 識別情報発行料 550 円 

ETC2.0 識別情報発行料 1,020 円 

【【おお問問合合せせ先先】】  

宮宮城城県県自自動動車車整整備備商商工工組組合合    TTEELL  002222--223366--33332255  

■■  セセッットトアアッッププ店店ののメメリリッットト  

・セットアップ手数料収入 

・車載器の販売利益 

・車載器の取り付け工賃収入 

■■  セセッットトアアッッププ店店のの要要件件  

・セットアップ業務を自ら行うこと 

・車載器の販売又は取り付けが行えること 

・インターネット接続が可能な PC を保有 

していること 

・経営内容が健全で、「法人」であること 

 

4,ETCセットアップ店　新規募集のご案内
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B-18-0328-20190930

補償内容は、「日整連自動車整備業賠償共済保険」パンフレットをご参照ください｡詳しい内容につきましては、「重要事項説明書」・「ご加入のしおり」をご覧ください。
      

03（3264）1511<取扱代理店>一般財団法人全国中小企業共済財団 （全共済）

5,自動車整備業賠償共済保険のご案内
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　  入院　10日以上～ 　５０，０００～１００，０００円

　

　※二輪車、事業用バス、タクシー、レンタカー、教習車、緊急自動車、大型・小型特殊自動車等にはご利用頂けません。

　  通院　14日以上

見舞金　支払い事由 見舞金額 対象者および対象自動車

★★フフロロンントトガガララスス損損壊壊（（交交換換））

　３０，０００円

運転者および同乗者

    １１５５，，００００００円円  ププレレゼゼンントト証証がが発発行行さされれたた自自動動車車

　  死亡・重度後遺障害 １００，０００円

保保険険等等級級がが下下ががるるたためめ、、保保険険をを使使わわずずにに
ガガララスス交交換換ををさされれるるおお客客様様にに、、大大変変喜喜ばばれれまますす！！！！

１１台台ああたたりり１１５５００円円ののココスストトでで 『『 11年年間間補補償償 』』 いいたたししまますす！！

2024.4

てんけん安心見舞金 11冊冊 2200台台分分 33,,000000円円 11台台ああたたりり115500円円

車両が交通事故に遭い搭乗者が死傷した場合や、飛び石でフロントガラスを

損傷し、ガラス交換した場合に見舞金をお支払いたします。

車検・整備などで入庫したお客様へプレゼントする、販売促進のツールとして、

ご利用をおすすめいたします！

ててんんけけんん安安心心見見舞舞金金ププレレゼゼンントト証証はは、、

商商工工組組合合及及びび大大崎崎・・登登米米・・気気仙仙沼沼支支部部でで販販売売ししてておおりりまますす。。

令和4年度の見舞金支払い 898件の内、
827件（92％）がフロントガラス損壊見舞金でした。

１・４ナンバーの
ﾄﾗｯｸも対象です

6,「てんけん安心見舞金」制度のご案内
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